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総務市民委員会 会議録

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日 時 令和４年２月２２日（月曜日）

午前１０時００分開会 午後１時４５分閉会

場 所 第１委員会室

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日 程

１ 開 会

２ 委員長挨拶

３ 協議事項及び報告事項

（１）消防本部関係

（２）市長公室・会計課関係

（３）総務部関係

（４）市民生活部関係

４ その他

５ 閉 会

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

出席委員（７名）

委員長 今野 貴子

副委員長 吉田 博史

委 員 久松 猛

委 員 吉田 千鶴子

委 員 海老原 一郎

委 員 篠塚 昌毅

委 員 島岡 宏明

欠席委員（１名）

委 員 柴原 伊一郎

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者（２０名）

市長公室長 川村 正明

総務部長 羽生 元幸

市民生活部長 塚本 隆行

消防長 鈴木 和徳

消防次長兼消防総務課長 檜山 保明

政策企画課長 佐々木 啓

財政課長 山口 正通

広報広聴課 北島 康雄
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総務課長 真家 達成

防災危機管理課長 皆藤 秀宏

人事課 武井 衛

管財課長 秋山 太

納税課長 福澄 雄祐

市民活動課長 五来 顕

生活安全課長 坂本 英宣

市民課長 佐野 善則

環境衛生課長 渡辺 善弘

予防課長 三上 健市

警防救急課長 本橋 一夫

会計課長 根本 陽一

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

事務局職員出席者

主 任 津久井 麻美子

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

傍聴者（０名）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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〇今野委員長 ただ今から，総務市民委員会を開会いたします。早速，消防本部の案件

について，協議を行います。サイドブックスは，総務市民委員会，令和４年，２月２２日

開催のフォルダをお開きください。消防本部資料に基づきまして，資料①令和４年度土

浦市一般会計予算（案）主要事業について，執行部より説明を願います。

〇檜山消防次長兼消防総務課長 消防総務課です。令和４年度予算(案)消防費の主要事

業について，御説明いたします。常備消防車両更新事業でございます。当該事業の目的

につきましては，性能が劣化している消防車両の更新整備を行い，市民の生命と財産を

守る消防力の維持強化を図るものでございます。事業の概要につきましては，平成１８

年の配車以来，次年度に１６年が経過する，土浦消防署配置の２，０００リットルの水

を積載する水槽付き消防ポンプ自動車と，平成２３年の配車以来，次年度に１１年が経

過する，土浦消防署配置の高規格救急自動車を更新する事業でございます。事業費につ

きましては，水槽付き消防自動車が６，８３５万６，０００円，高規格救急自動車が３，

８８８万円で，諸費用を合わせますと１億７４８万６，０００円の事業でございます。

財源につきましては，水槽付き消防ポンプ自動車が総務省の緊急援助隊設備整備費補助

金を申請しており，高規格救急自動車は単独事業となります。財源の内訳としましては，

国庫支出金が１，７１４万円，地方債８，４３０万円，一般財源が６０４万６，０００円

でございます。説明は以上でございます。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 次に，資料②土浦市消防団員等公務災害補償条例の一部改正（案）につ

いて，説明を願います。

〇本橋警防救急課長 資料②土浦市消防団員等公務災害補償条例の一部改正（案）につ

いてを御覧ください。１の改正の趣旨ですが，年金制度の機能強化のための国民年金法

等の一部を改正する法律が，令和２年６月５日に公布され，同法の附則第６５条で消防

団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部が改正されたことに伴いまして，

本市消防団員等公務災害補償条例，第３条第２項の一部を改正するものです。これは，

平成２２年の閣議によりまして，年金制度貸付制度，労災年金担保貸付制度の廃止が決

定し，その後，貸付事業の規模縮小を行いまして，令和２年に，年金担保貸付の申込受

付が，令和４年３月末で終了となることに伴う条例改正となります。２の改正内容につ

きましては，（１）消防団員等公務災害補償を受ける権利を担保とする特例を定めた，土

浦市消防団員等公務災害補償条例第３条第２項の但し書きを削るものとなります。本条

例の文中で「損害補償を受ける権利は，譲り渡し，担保に供し，又は差し押さえること

はできない」となっており，但し書きの部分で，「傷病補償年金又は年金である障害補償

若しくは遺族補償を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫

に担保に供する場合は，この限りでない。」となっておりましたが，年金担保貸付の新規

申込を，本年３月末で終了することに伴いまして，但し書き部分を削除するものです。

（２）経過措置といたしまして，この条例の施行の際，現に担保に供されている傷病補

償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は，この条例の施行の日
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以後も，従前の例により担保に供することができることを付則に追加いたしました。

これは，既に貸付を受けている方に対しては，施行日以降も担保として継続することを

明記したものです。（３）条文３か所の文言の整理となります。３の施行日は，令和４年

４月１日からとなります。資料の２ページ以降が，条例の改め文及び新旧対照表となり

ますので，御確認ください。また，本市消防団員等には，該当する年金等を受給してい

る方はおりません。従いまして，当貸付制度を利用されている方もおりません。説明は

以上となります。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 次に，報告事項につきまして，資料③令和３年中災害概要について，説

明を願います。

〇本橋警防救急課長 令和３年中の災害概要につきまして，御報告いたします。サイド

ブックス資料③令和３年中災害概要についてをお開き下さい。火災出動，救急出動，救

助出動の順に報告いたします。はじめに，令和３年中の火災件数は４７件で，前年の令

和２年中と比較しますと，７件増の１７．５パーセント増加いたしました。火災の内訳

は，建物火災は２９件，その他の火災１４件，車両火災３件，林野火災１件となってお

り，令和２年中との比較，増減率は，記載のとおりとなっております。また，令和３年中

の火災による死者は１名，負傷者が１５名となっております。令和２年中と比較いたし

ますと，死者が１名減少，負傷者は１１名増加いたしました。続きまして，救急出動に

ついて報告いたします。出動件数は令和３年中が６，８３５件で，令和２年中と比較い

たしますと，１９５件増の２．９パーセント増加いたしました。搬送人員におきまして

も６，２２８人で，前年比１５１人増の２．５パーセント増加しております。救急出動

件数に関しましては，一昨年の令和２年中は全国的に減少いたしましたが，３年中は全

国的に増加傾向となっております。また，令和３年中に，新型コロナウイルス感染症の

陽性者を９４人搬送しております。続きまして，救助出動について，御報告いたします。

令和３年中の出動件数は１２４件で，令和２年中と比較いたしますと，１２件増の１０．

６パーセント増加いたしました。救助人員は６２人で，前年比４人減の６．５パーセン

ト減少しております。内訳は，表のとおりとなります。最後に，資料はございませんが，

新型コロナウイルス感染症の陽性者の搬送に関し，御報告いたします。本市は，令和２

年８月に新型コロナウイルス感染症の陽性傷病者を初めて搬送して以来，去年の令和３

年８月には，デルタ株の主流により５７人を搬送，その後，減少いたしましたが，今年

２月に入りまして，オミクロン株の流行により，２月に搬送は，速報値ではございます

が，２０日現在，６３人を搬送，累計で１７０人を搬送している状況となっております。

報告は以上です。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございますか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 そのほか，消防本部からございますか。

（「ございません」という声あり）
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〇今野委員長 ないようですので，委員の皆様から執行部に何かございますか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 消防本部の皆様は，退席していただいて結構です。お疲れ様でした。あ

りがとうございました。

（消防本部退席）

（市長公室・会計課入室）

〇今野委員長 それでは，市長公室及び会計課の案件について協議を行います。市長公

室資料に基づきまして，令和４年度土浦市一般会計予算（案）主要事業について，資料

①ア水郷筑波サイクリング環境整備事業について，執行部より説明を願います。

〇佐々木政策企画課長 政策企画課でございます。令和４年度一般会計（案）の政策企

画課における主要事業を御説明させていただきます。サイドブックスでは，２月２２日，

市長公室，①ア令和４年度予算（案）について（水郷筑波サイクリング環境整備事業）を

お開き願います。事業の目的を御覧いただきまして，地域の活性化及び市民の自転車利

用の普及を促進するため，引き続き，サイクリング環境を活用したイベントや環境整備

など，様々な施策を展開してまいりたいと考えております。具体的には，中ほどの事業

の概要を御覧いただきまして，こちらの事業につきましては，政策企画課のほか，商工

観光課，都市計画課の事業も含まれておりますが，私の方で，一括して御説明をさせて

いただきます。主な事業でございますが，事業の概要の，中ほどの箱を御覧いただき，

まず，左上でございます。霞ケ浦サイクルーズ運行事業や，様々なテーマを決めて，市

内各所を巡るサイクリングイベントを開催いたします。また，左側の下の２つの事業に

つきましては，新型コロナウイルスの臨時交付金を活用した事業でございます。１つ目

レンタサイクル利用促進事業につきましては，自転車をレンタルする際のクーポンを作

成いたしまして，販売額に対してプレミアム分を上乗せして発行するといった事業でご

ざいます。また，その下の全国シクロクロスサミットの開催事業につきましては，今年

度のシクロクロスにおける機運の高まりといったものを来年度以降も継続していくため

に，例年開催しておりますシクロクロスの大会に合わせて，シクロクロスのサミットを

開催いたしたいというものです。右側の箱の一番下，自転車ネットワーク等整備事業で

ございますが，こちらは，自転車ネットワーク計画に位置付けた生活系ネットワークに

ついて，矢羽等を整備するもので，これらの事業を着実に進めることで，交流人口を図

ると共に，安心して自転車を利用できる環境を創出するものでございます。説明につき

ましては，以上となります。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございますか。

〇篠塚委員 自転車交通量調査についてですが，昨年度と同じくらいの予算額だと思う

んですが，これは，実際にどういう方法でやるんですか。ビッグデータを利用するよう

なことは考えていないんですか。

〇佐々木政策企画課長 自転車交通量調査につきましては，毎年１回アルカス土浦と藤

沢休憩所，田村トイレ，霞ヶ浦総合公園，後，りんりんポートで左右の交通量を調べて

いるものでございまして，その年の状況と毎年の推移を調べているものでございます。
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以上でございます。

〇海老原委員 シクロクロスは，前に粕毛でやって，後，川口と２コースやったんだけ

ど，選手からの評判，評価は。

〇佐々木政策企画課長 今年度から，川口で行いました。実際，シクロクロスというの

は，通常，山でやるのが多いと。これまでも，大会は山でやっていたと。全国大会もこれ

だけ駅に近い場所でやったことはないということで，今週の休日も，土浦大会を行いま

した。選手の方からも，大変駅から近く，駐車場も完備していると。そういったいい話

しか聞こえて来ない状況です。また，観客の方も，駅から歩いて行ける所で開催されて

いて，また，りんりんポートの屋上から全貌を見ることができるということで，大変好

評でございます。以上でございます。

〇吉田（千）委員 レンタサイクルの利用促進事業なんですが，今までどの程度，レン

タサイクルが利用されているのか。今，分からなければ，次回の委員会の時に推移を教

えていただきたいのと，それから，先ほどありました利用促進について，プレミアムと

いうか何か付くお話があったのですが，そこの所，もう一度お話を伺えればと思います。

〇佐々木政策企画課長 レンタサイクルの実績につきましては，まだ今，令和２年度の

ものしか出てございませんが，１，４７２台でございます。こちらは，りんりんポート

土浦において，貸出しをしている広域レンタサイクルの実績でございます。ただ，今御

質問のあったですね，先乗りクーポンの話にも関係しますが，６か所レンタサイクルの

貸出し場所がございまして，８，０００台ほど出てございます。このコロナ禍でもある

程度のレンタル数がございます。先ほど申し上げましたのは，今，臨時交付金を活用し

て，商工観光課の方で進めようとしている事業でございまして，一定の期間ですね，ク

ーポン，今現在は，電子クーポンを考えているところでございますが，１，０００円分

購入して，２，０００円分が上乗せされた３，０００円分のクーポンが発行されると。

それでレンタサイクルを借りることができるというものでございます。ですから，１，

０００円で３，０００円分のクーポンという，そういう活用の仕方を，今，臨時交付金

を使って実施しようと検討しているところでございます。以上でございます。

〇島岡委員 子ども自転車乗り方教室事業というのを見て，思い出したんですけれども。

私が小学生の時に，自転車の安全な乗り方コンテストというのがありまして，土浦市の

大会があり，県の大会があり，全国の大会があり，世界大会があったという記憶がある

んですけれども。そういうものは，今はやっていませんよね。

〇佐々木政策企画課長 この子ども自転車乗り方教室事業につきましては，一般社団法

人日本サイクルツーリズム推進協会というものがございまして，小さいお子さんが，ペ

ダルなしで，自転車にまたがって走るといいますか，そういったものを，今年度も１０

月３０日と１１月２０日にやりました。そういった事業と併せて，中城にありますつち

うら駄菓子屋楽校などと協力しながら，初めて亀城公園で行いました。自転車に乗りな

がら，駄菓子屋のにぎやかしといいますか，そういうものを子ども達が堪能したり，そ

ういったイベントでございます。以上でございます。

〇島岡委員 ちなみにそれは，自転車の技術を競い合ったり，学科の交通標識などにつ
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いての知識も点数で競い合って，世界大会まであって。子ども達が安全に自転車に乗る

ために，すごくよろしい事業ではなかったのかなと，今これを見て思い出しました。

〇今野委員長 それに関しては，交通安全協会が子ども達に指導をして，市の大会です

とか，県大会に行っているという活動をしております。ただ，コロナ禍でここ数年はや

っていないかもしれません。

〇島岡委員 そういう事業も前にあったと。それはすごく良かったかなという気がしま

す。

〇久松委員 シクロクロスサミットの会場はどこですか。

〇佐々木政策企画課長 会場については，また川口で検討しております。サミットの方

は，例えばこの市役所の５階ですとか，そういった屋内でやれる場所を探しているとこ

ろでございます。会場は川口のりんりんポート周辺でやりますので，そこからなるべく

近い場所で，亀城プラザですとか，本庁舎５階ですとか，そういった所でやれればと考

えております。以上でございます。

〇今野委員長 ほかに御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 次に，資料①イ企業誘致促進事業について，説明を願います。

〇佐々木政策企画課長 続きまして，新規事業となります企業誘致促進事業につきまし

て，御説明をさせていただきます。サイドブックスでは，一つお戻りいただき，①イ令

和４年度予算（案）について（企業誘致促進事業）をお開き願います。事業の目的を御覧

いただきまして，社会経済情勢が劇的に変化している中で，本市の持続的な発展に向け

て，本市産業の活性化・雇用環境の充実を図るために，戦略的な企業誘致を展開してい

くものでございます。現在，様々な事業者から，インターチェンジ周辺の土地利用です

とか，立地に対しての奨励金，さらには大規模農用地の活用など，複数の相談を受けて

いるところでございますが，市での対応は，内容に応じて，それぞれの所管が対応して

いる状況でございます。このような状況を踏まえまして，事業概要の１を御覧いただき，

商工業や農業をはじめ，あらゆる分野からの問い合わせに対し，窓口を一本化いたしま

す。また，紹介する物件について，公有不動産はもちろんのこと，民間の不動産情報を

保有している宅地建物取引業者等と連携を強化することで，民間の遊休土地なども含め

た情報から，速やかにニーズにあった情報を提供できるよう，新たな企業誘致体制を構

築するものでございます。具体的には，新たなマッチングのスキームを構築し，市や不

動産協会等で保有する土地，建物の情報を収集するほか，国，県などの奨励金を改めて

整理し，それらをまとめた不動産事業者向けの冊子を作成いたしたいと考えてございま

す。２といたしまして，これらの情報をもとに，ホームページを立ち上げるとともに，

企業立地フェアへ参加する際に活用できる動画やパンフレットを作成し，本市への企業

立地の優位性を積極的にＰＲすることで，本市産業の市外流出防止を図りつつ，産業振

興及び雇用機会の拡大も図ってまいります。説明につきましては，以上となります。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございませんか。

〇篠塚委員 委託料で企業立地マッチング促進支援事業なんですが，これは業者に委託
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して，その委託した業者が窓口としていろいろな情報を発信していく考えなんですかね。

〇佐々木政策企画課長 企業立地マッチング促進支援事業委託料につきましては，この

マッチングスキームといいますか，初めての試みでございます。そういったスキームを

作る上での支援や不動産事業者目線での情報収集ということで，今まで表に出している

情報というのは買い手の部分でございます。不動産事業者がどのような情報を知りたが

っているのかと，どういった情報を欲しがっているのかと，そういったところの支援で

すとか，銀行にも不動産部というものがございます。そういった所の持つ情報を収集い

たしまして，同じフォームに落とし込むと。情報収集，整理の部分と冊子の作成の委託

でございます。以上でございます。

〇篠塚委員 なかなか言葉で説明されても分からないというのがあるので，企業といっ

てもベンチャー企業から大規模な企業，工業団地に誘致するような企業などいろいろな

ことがあると思うので，流れを，フローを次回の委員会の時に示していただければ，資

料をいただければと思うので，よろしくお願いします。

〇佐々木政策企画課長 資料の方は御用意させていただきます。もう少しかみ砕いて言

いますと，企業誘致というのは，どうしても今頭の中にあるのが，大きい事業者をどこ

かに落とし込むという，今，都市整備課でやっているようなイメージかと思いますけれ

ども，一方で今の時代というのは，パソコン１台でスペースがあれば事業として成り立

つと。そういったことで，我々の方はこのテナントなどに事業を落とし込むというのも

考えつつ，民間事業者を呼んで，相談があった場合にこういったテナントもありますと

いうような。大きい話が来た場合には都市整備課などそういった部署に流しながら，状

況に応じてニーズにマッチした不動産情報を，公有地民有地問わずやっていきたいとい

うようなものでございます。以上でございます。

〇篠塚委員 次回資料を用意していただけますか。

〇佐々木政策企画課長 はい。

〇吉田（博）副委員長 今の話に関連して，課長の話だと民間からいろいろな役所の課

にそれぞれいろいろ相談があった件を政策企画課が一本化して，特化して，それを窓口

としてというような話なんで，それは大変いい話だと思うんだよね。今の話を聞いて，

企業さんとかそういう所から，土浦市に対してどういった内容の相談とかそういうのが

来ているかというのを，いくつか出してもらうといいんだよな。そういう相談が多いか

ら，今言ったようにパソコン１台でも企業は成り立つと。そういう箱を不動産業者とい

ろいろマッチングしながら紹介してあげようという趣旨だと思うんだけど，土浦市に対

して，企業がどういう相談をするのかというのが知りたいな。後でいいけど。

〇佐々木政策企画課長 今来ている話として，跡地を活用したいという事業者さんから

賃貸で借りたいんだという話が来ております。農業委員会の方には，大規模な農地を活

用したいという話も来てございます。ほかにはテナント関係で，入居の際にどういった

補助金があるのかと。実際中心市街地の賃料，家賃補助とイニシャルの補助やってござ

いますけれども，あれがどうしても商業といいますか，お店といいますか，そういった

イメージが強いようで，あれは実は事業者も使えるんですけれども，そういった点に気
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づいた事業者が相談に来ているというような状況でございます。以上でございます。

〇今野委員長 それでは，篠塚委員と吉田（博）副委員長から申し出がありました資料

は，次回の委員会でお願いいたします。

〇佐々木政策企画課長 はい。ちょっとまとめさせていただきます。

〇島岡委員 テナントを借りたりするのには，アットホームやホームズくんなど不動産

検索サイトに直接アクセスした方が早いし，そういう意味で先ほど佐々木課長が言われ

た補助金とかそういう情報を充実させることで，土浦市から情報をもらってというよう

なことが出てくる可能性は十分あるのかなと思うんですけれども，土浦市を通せばこん

なにいいサービスがあるというのがあると。駐車場券１枚１年間プレゼントとか。そう

いうメリットがあるとつかめるのではないのかなと。そうじゃないとなかなかつかみき

れないですよね。みんな個人的に不動産情報検索サイトにアクセスしてしまうと。

〇佐々木政策企画課長 ほかの自治体であまりない取組でございます。今，跡地の活用

を進めている中で，市が持つ不動産情報を民間事業者で不動産情報の一つとして紹介し

てもらえると。一方で，不動産事業者で今売れ残っている不動産を我々の方で共有して。

我々の方に跡地の話で相談に来ている中で，そこからテナントも探してるんだという話

にもつながるケースもございます。そういった時に，市で保有する不動産が跡地くらい

しかない中で，民間で紹介できるものは民間で紹介したいと。要は土浦市に企業が来て

くれればいいという考えで進めていきたいといったものでございます。以上でございま

す。

〇今野委員長 ほかに何か御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 次に，資料①ウ公共施設等再編計画策定事業について，説明を願います。

〇佐々木政策企画課長 続きまして，こちらも新規事業となります公共施設等再編計画

策定事業につきまして，御説明をさせていただきます。サイドブックスでは，一つお戻

りいただき，資料①ウの公共施設等再編計画策定事業をお開き願います。事業の目的を

御覧いただきまして，急激に進む人口減少を背景として，今後，厳しさを増す財政状況

などを踏まえ，長期的な視点を持って，長寿命化，複合化，集約化などを計画的に行う

ことにより，財政負担の軽減を図りつつ，公共施設等の適正な配置を実現するものです。

具体的には，この後，その他で御報告する予定となっておりますが，今年度，市で保有

する全施設を対象として，公共施設等総合管理計画を策定いたしました。その中で，令

和３７年度までに，市施設の床面積を現状の３０パーセント縮減することを目標として，

類型別の方針を示したところです。次年度は，この計画を効果的に推進するために，個

別計画となります公共施設複合化・集約化等推進計画を策定するものです。今後，この

計画に基づき，着実に複合化・集約化等を遂行することで，将来にわたって，適切な行

政サービスの提供を目指してまいりたいと考えてございます。説明につきましては，以

上となります。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございませんか。

〇篠塚委員 外部委員の報酬が入っていますが，外部委員は何人くらいで，どういう方々
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が入る予定でいますか。

〇佐々木政策企画課長 新しい計画の外部委員につきましては，有識者と市議会議員の

代表者，後は不動産関係や金融機関を入れて決めていきたいと考えてございます。以上

です。

〇今野委員長 ほかに何か御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 次に，資料①エ土浦市デジタルトランスフォーメーション計画策定等事

業について，説明を願います。

〇佐々木政策企画課長 続きまして，こちらも新規事業でございます。土浦市デジタル

トランスフォーメーション計画策定事業につきまして，御説明をさせていただきます。

サイドブックスでは，一つお戻りいただき，資料①エ土浦市デジタルトランスフォーメ

ーション計画策定等事業をお開き願います。こちらの事業は，新型コロナウイルスの臨

時交付金を活用した事業でございます。事業の目的を御覧いただきまして，効率的・効

果的な行政運営を展開するべく，全庁を挙げて行政サービスのデジタル化等による業務

変革を推進するため，土浦市デジタルトランスフォーメーション計画を策定するもので

ございます。また，併せて，市の定型業務のうち，単純かつ工程が多い業務については，

業務フローを確認した上で，オートメーション化できる仕組みを導入いたします。具体

的には，資料中ほどの事業概要を御覧いただきまして，デジタルトランスフォーメーシ

ョン計画において，市の全ての業務について，多様なライフスタイルに対応した行政サ

ービスの視点から，手続やサービスのオンライン化・簡略化について検討を進めます。

また，計画策定と並行して，各部署の業務フロー等を調査し，オンライン化やＲＰＡ等

を導入することで，業務を効率化できるものは，速やかに見直します。このような取組

を進めることで，職員の働き方改革はもとより，住民等の多様なライフスタイルに寄り

添える地域社会の実現を目指すものでございます。説明は以上となります。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 次に，資料①オ広報事業について，説明を願います。

〇北島広報広聴課長 サイドブックス資料①のオをお願いいたします。広報事業につい

てでございます。新規事業でございます。本事業でございますが，事業の目的にござい

ますとおり，携帯端末やインターネットパソコンから市の情報が容易に閲覧できるよう，

また，多様化する読み手に対応するため，紙媒体と併せてデジタル媒体を活用し，広報

活動の充実を図るというものでございます。事業の概要でございますが，一つ目はＣＭ

Ｓ連携ＬＩＮＥ導入委託でございます。市公式ＬＩＮＥについては，昨年３月議会で補

正予算をお願いし，導入を計画したところでございますが，その後，個人情報流出問題

などＬＩＮＥ社の情報管理の脆弱性が疑われる事案が報道されまして，導入を見送った

という経緯がございます。その後，国におきましてガイドラインがまとめられ，各行政

主体におけるＬＩＮＥサービス利用は許容されるものと考えられると示されましたこと

から，この度改めまして，導入に係る予算をお願いするものでございます。導入するＬ
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ＩＮＥでございますが，右の図にございますとおり，ＬＩＮＥのトップ画面にリッチメ

ニューといったカテゴリー別のボタンを配置し，ワンタッチでホームページへ誘導でき

るものとし，チャットボット機能も持たせまして，テキストでの会話形式で利用者から

の問い合わせなどに対応できるものとしたいと考えてございます。二つ目は，多言語ユ

ニバーサル情報配信ツール「カタログポケット」の導入でございます。予算は，カタロ

グポケットというアプリを使用するためのシステム使用料でございます。このアプリを

使用しますと，広報紙を電子書籍としてデジタル配信することができ，１０か国語に変

換するとともに，自動音声読み上げ機能も使用できるといったもので，広報紙のデジタ

ル化，多言語化を図るため導入したいというものでございます。ＬＩＮＥとカタログポ

ケットを導入することで，多様化する読み手に対応し，市政情報をより多くの市民にお

届けしていきたいと考えております。説明は以上でございます。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございませんか。

〇篠塚委員 ＬＩＮＥの登録は，市内在住限定にするのか，どこでも登録はできるのか

という点と，ＬＩＮＥの機能でアンケート調査とかいろんなことがあるんですが，そう

いう機能も活用して情報収集するということもやっていくんでしょうか。

〇北島広報広聴課長 ＬＩＮＥの登録については，広く市民以外の方にも登録できるも

のとなる予定でございます。また，公式ＬＩＮＥを使ってどのようなことができるかと

いうのも，今まさに研究しているところでございますけれども，国におけるガイドライ

ンでは，あくまで情報発信で，個人情報をとってしまうとなかなかその情報の漏洩等そ

ういったものにもつながる可能性もあるというような部分もございますので，そういっ

たセキュリティを考えながら，どのようなことができるか考えていきたいと思っており

ます。

〇島岡委員 これをやっている所はいっぱいあるんですか。

〇北島広報広聴課長 ＬＩＮＥにつきましては，既に県内では，県をはじめとして２８

市町村が公式ＬＩＮＥを持っているという状況でございます。また，多言語ツールのカ

タログポケットにつきましては，県南で５か所ほど導入しているという状況でございま

す。以上です。

〇島岡委員 他市町村の方でも入れると。

〇北島広報広聴課長 ＬＩＮＥについては，お友達登録していただくことで，どなたで

も入れるような形になります。

〇今野委員長 ほかに何か御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 次に，資料②第９次土浦市総合計画（案）について，説明を願います。

〇佐々木政策企画課長 政策企画課でございます。私の方からは，議案第１２号として

提出を予定しております第９次土浦市総合計画（案）につきまして，御説明をさせてい

ただきます。第９次土浦市総合計画（案）につきましては，サイドブックスの本会議の

フォルダの事前配布資料へ掲載させていただきましたが，今回は委員会資料を作成いた

しましたので，そちらで御説明をさせていただきます。サイドブックスでは，一つお戻
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りいただき，まずは資料②の１の第９次土浦市総合計画（案）についてをお開き願いま

す。はじめに，本市の総合的な市政運営の指針となります第９次土浦市総合計画（案）

につきましては，これまで５回の総合企画審議会において，慎重かつ活発な御審議をい

ただき，今月２５日の答申を経て，この度，取りまとまったものでございます。まず，２

ページの計画策定の趣旨を御覧いただき，本市の市政運営でございますが，現在，平成

３０年に策定いたしました，第８次土浦市総合計画に基づき，長期的な展望に立って，

計画的，総合的に推進しているところです。しかしながら，本市を取り巻く社会経済情

勢は，予想を超えるスピードで進行する人口減少や少子高齢化，地球規模で進む環境問

題の顕在化などに加え，一昨年から続く，新型コロナウイルス感染症の世界的大流行な

どにより，社会の在り方や価値観，さらには私たちの行動様式を根本から覆すような劇

的な変化をもたらしております。このようなことから，現計画の期間内ではありますが，

改めて時代の潮流を見定めた上で，社会経済情勢のあらゆる変化に柔軟かつ的確に対応

するため，第９次土浦市総合計画を策定することとなったものでございます。３ページ

の計画の構成と期間を御覧いただきまして，こちらは，今回の第９次総合計画の特徴的

な部分でございますが，真ん中の三角の図を御覧いただきまして，これまでの総合計画

は，左側の三角，基本構想と基本計画，実施計画の３層構造となっておりましたが，右

側の三角を御覧いただきまして，今回の第９次総合計画におきましては，昨今の社会経

済情勢の変化に，いち早く対応できるよう，基本構想及び実施計画の２層構造としたも

のです。なお，これまでの基本計画については，それぞれの考え方をこの基本構想へ含

め，それ以外の取り組むべき施策などを，各分野の個別計画，現在本市には５９の計画

がございますが，そちらへ置き換えるといったものでございます。４ページを御覧いた

だきまして，総合計画の期間でございますが，これまでの基本構想の計画期間と同様に，

令和４年度から令和１３年度までの１０年間としたところです。恐れ入ります，５ペー

ジからが本題となりますが，この総合計画を１枚にまとめたフローがございますので，

そちらで御説明をさせていただきます。サイドブックスでは，一つお戻りいただきまし

て，資料②の２の第９次土浦市総合計画フロー図をお開き願います。こちらは，総合計

画を策定するに当たり，社会経済情勢の変化や本市の現状，さらには，市民の皆様から

の御意見に当たります市民満足度調査などから見えてきた課題といったものを六つまと

めさせていただきました。課題の一つ目として，まずは，新型コロナウイルス感染症終

息後の新たな社会を見据えた対応ということで，この感染症の流行により，地域社会に

おいて人と人とのつながりが弱体化している中で，今後，どのような考えの下，市民協

働でのまちづくりに取り組んでいくのかといったことを課題として挙げたものでござい

ます。また，これまでも大きな課題となっておりました「少子・超高齢社会の到来への

対応」，「お互いを認め合い，支え合う地域共生社会の実現」といったことや，地球規模

での環境問題，また，それらを起因とした激甚化する災害への対応として，「安心な暮ら

しを享受できる持続可能な社会の実現」といったことも課題として挙げさせていただい

たところです。そのような中，今こそ，若者が土浦に愛着を持てるまちに変えていくこ

とが重要であるといった考えの下，「土浦の特性を生かした将来に向けての取組の推進」
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といったことや，併せて「効率的・効果的な行財政運営と広域連携の推進」といったこ

とも課題として挙げさせていただいたところです。これらの課題を踏まえ，本市の目指

すべき将来像といたしましては，誰もがその人らしく暮らせるまち「夢のある土浦」の

創生と，「地域の宝」で人を呼び込むまち「元気のある土浦」の創生を合わせ，「夢のある

元気のある土浦」を掲げさせていただきました。また，この将来像を支える視点として，

「人と人がつながり合い地域社会を支える」，「本市ならではの魅力を通じて地域の活力

を生み出す」，「将来にわたって，持続可能な地域を創造する」といった三つの視点を位

置付け，これらの視点からこの総合計画全体を推進していきたいと考えております。そ

の下の将来目標人口でございますが，人口減少の克服や人口の若返りに向けた実効性の

高い施策を進めることで，令和１３年の将来目標人口を１２万８，０００人と掲げさせ

ていただきました。この総合計画案では，今後１０年間で，優先的・重点的に取り組む

べき政策，リーディングプロジェクトとして，四つ掲げたところです。一つ目は「心豊

かに住み続けることができるまちづくり」としては，子育て環境や教育環境の充実とい

った施策などを位置付け，二つ目は「未来につなげる地域の宝を生かしたまちづくり」

としては，恵まれた自然環境や全国規模のイベントを磨き上げ，戦略的に発信する施策

などを位置付けたところです。また，三つ目「暮らしやすく，働きやすさが人を呼ぶま

ちづくり」としては，市民の暮らし満足度を高める施策や産業の更なる発展を促す施策

などを位置付け，四つ目では「安心な市民生活を支える災害に強いまちづくり」として

は，市民の生命，財産，そして生活を守るための施策などを位置付け，加えて，この四つ

のプロジェクトにそれぞれの成果指標を設定したところです。その上で，この計画では

市政運営の指針となる計画でございますので，全体を包括するといった考えの下，こち

らでお示ししております八つの基本目標を設定し，冒頭でも御説明したとおり，従来，

総合計画の基本計画で定めていた，各施策の方針部分について，この八つの基本目標の

中で，体系的にしっかりと位置付けたところです。今後は，様々な社会構造の変化に柔

軟に対応し，将来像を支える三つの視点を踏まえつつ，四つのリーディングプロジェク

トと，八つの基本目標において位置付けた政策を着実に進めることで，まちの将来像で

ある「夢のある，元気のある土浦」を目指してまいりたいと考えております。説明につ

きましては，以上となります。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 では私の方から１点よろしいでしょうか。２０３１年に１２万８，００

０人という将来目標人口の数字が挙げられていますが，これはどういう計算方式なので

しょうか。

〇佐々木政策企画課長 こちらは，令和２年度にまち・ひと・しごと創生人口ビジョン

というものを策定いたしました。こちらは社会保障人口問題研究所の推計値から，土浦

市の人口の推移を示したものでございます。その数値に対しまして，まち・ひと・しご

と総合戦略で位置付けた事業を推進することで，若干の上乗せがあると。その数値をそ

のまま目標人口に持ってきたものでございます。元々は，まち・ひと・しごと創生人口
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ビジョンで推計した数値でございます。以上でございます。

〇今野委員長 第９次総合計画の事業をしっかりやって，それが形になっていくともう

少し上乗せできる可能性があるかもしれないということですよね。

〇佐々木政策企画課長 人口につきましては，どこの自治体でも問題となってございま

す。人口構造の若返りを図りながら，最終的には一人でも多く人口が増えるといった取

組を引き続き進めていきたいと考えております。以上でございます。

〇今野委員長 一時期土浦市の人口が１４万人を切りましたけれども，ここのところ少

し戻してきているんですが，これは何が原因かと推測なさってますか。

〇佐々木政策企画課長 国勢調査で１，２００人，先日ＮＨＫで９０６人の転入超過に

なっているという話がございました。今まさに分析しているところでございますが，１

番大きいのは，おおつ野地区の医療従事者等がアパートに住んだといったことと，道路

を挟んだ分譲地にもかなり人が張り付いてきているといったところが１番大きいのと，

これまでも答弁でお話しさせていただきましたが，常磐線が品川まで行きまして，土浦

駅周辺にマンションが３棟建ったと。こういった影響が大きいといったところでござい

ます。以上でございます。

〇今野委員長 ありがとうございます。ほかに何か御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 次に，報告事項につきまして，資料③３か年事業実施計画について，説

明を願います。

〇佐々木政策企画課長 政策企画課でございます。その他といたしまして，例年策定し

ております令和３年度３か年事業実施計画について御説明をさせていただきます。サイ

ドブックスでは，資料③の３か年事業実施計画をお開き願います。３ページを御覧いた

だきまして，まず，今回の３か年事業実施計画につきましては，第９次総合計画案に基

づいた形で策定しておりますことから，第９次総合計画の策定に至った経緯等につきま

して，こちらでお示しさせていただきました。４ページでは，第９次総合計画の構成及

び実施計画を，５ページから７ページにかけましては将来像と優先的・重点的に取り組

む四つのリーディングプロジェクトと，市政運営全体を包括する八つの基本目標につい

てお示しさせていただいたところでございます。８ページを御覧いただきまして，こち

らでは，この実施計画の策定にあたっての考え方をまとめさせていただきました。３の

実施計画の対象事業を御覧いただきまして，掲載する事業について，投資的経費に係る

ものや，政策的又は計画的に推進を必要とするものなど，六つまとめさせていただきま

した。その下，４の実施計画の策定に当たっての基本認識といたしましては，一つ目と

して，当然ではありますが，第９次総合計画の達成に資する施策・事業であることや，

新規事業，継続事業，修繕事業などの考え方をお示ししたものでございます。９ページ

からが実施計画となります。まず，主要事業でございますが，１７事業をお示しさせて

いただきました。主なものといたしましては，一つ目，令和５年度の開園に向けて整備

を進めております認定こども園土浦幼稚園整備事業でございます。二つ飛びまして，四

つ目は，小中学校長寿命化改良事業といたしまして，今年度，前倒しで予算を計上して
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おります神立小学校屋内運動場や第四中学校の校舎棟の長寿命化改良工事でございます。

その下は，令和９年度の開校に向けて準備を進めております，上大津地区統合小学校整

備事業でございます。三つ飛ばしまして，地域公共交通確保維持改善事業といたしまし

て，今年度，コミュニティバスについては，中村南，西根南地区において実証により運

行しておりますが，来年度以降もエリアを拡充する予定となっており，それらの事業で

ございます。その下の二つは，現在進めている街路事業といたしまして，三つ掲載させ

ていただきました。一つ飛びまして，インターチェンジ周辺へ民間事業者等の立地促進

を図ることを目的として，現在進めておりますインターチェンジ周辺地区土地利用促進

事業，その下は，令和１０年度の供用開始を目指して進めておりますスマートインター

チェンジ設置検討事業でございます。１０ページを御覧いただきまして，こちらは新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した主な事業を掲載させていただ

きました。１１ページからは，リーディングプロジェクトとして四つございますが，そ

れぞれ今後推進する事業をまとめたものでございます。主だったものを御説明させてい

ただきますと，まず，リーディングプロジェクト１「子どもが夢と希望を持ち，生き生

きと育つまちづくり」では，一つ目，子育て環境の充実といたしまして，来年度の策定

を予定しております保育施設等長寿命化計画策定事業のほか，主要事業でも掲載してお

りますが，認定こども園土浦幼稚園整備事業と放課後児童クラブ推進事業でございます。

１３ページを御覧いただきまして，リーディングプロジェクト２「未来につなげる地域

の宝を生かしたまちづくり」では，１の地域の宝を核とした魅力の創造でございますが，

こちらでは，水郷筑波サイクリング環境整備事業や花火大会事業のほか，今年度から２

か年をかけて策定しております文化財保存活用地域計画のほか，この計画を踏まえ，来

年度から２か年で策定を予定しております歴史的風致維持向上計画推進事業などでござ

います。１４ページを御覧いただきまして，リーディングプロジェクト３「暮らしやす

さ，働きやすさが人を呼ぶまちづくり」では，１の暮らしの質の向上でございますが，

整備について最終段階に入っております神立駅西口地区土地区画整理事業や，先ほど御

説明をいたしました地域公共交通確保維持改善事業のほか，来年度，公募による民間活

力の導入を目指している，土浦港周辺広域交流拠点民間事業者誘導事業などでございま

す。１５ページでは，リーディングプロジェクト４「安心な市民生活を支える災害に強

いまちづくり」では，１の防災・減災対策の充実につきまして，市民の防災意識を高め，

地域の連携や防災力を強化することを目的とした地域防災サポーターの育成や，老朽化

した防災倉庫及び倉庫内の備蓄品を計画的に更新する地域防災倉庫事業でございます。

１枚おめくりいただきまして，１６ページを御覧いただきまして，こちらからは，市政

全般を包括する八つの基本目標となります。それぞれ推進する主な事業につきまして，

御説明させていただきます。まず，基本目標１「心豊かに住み続けることができるまち

づくり」では，１の結婚・出産・子育ての切れ目ない支援の充実につきまして，来年度

は，民間へ移管した新生保育所につきまして，新生めぐみ保育園として，現在の場所へ

建築する予定となっており，そちらに対する整備補助など，私立保育園整備事業や，私

立保育所に勤務する保育士等へ，処遇改善措置として助成している民間保育所等運営費
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補助事業でございます。１８ページを御覧いただきまして，基本目標２「未来につなげ

る魅力あるまちづくり」では，一番下の３歴史・芸術・文化のあふれるうるおいのある

まちづくりにつきまして，今年の７月から来年の９月まで閉館して改修を行う博物館大

規模改修事業などをあげさせていただいたところです。１枚おめくりいただきまして，

２０ページを御覧いただきまして，基本目標３「しごとを核とした活力のあるまちづく

り」につきましては，お隣２１ページを御覧いただきまして，一番上の４，持続可能な

市内産業の振興を御覧いただき，企業立地マッチングスキームの構築や，企業立地奨励

金のほか，補助対象や補助金額を拡充いたしました企業立地促進補助金制度など，企業

誘致促進事業でございます。１枚おめくりいただきまして，基本目標４「全ての市民が

安心して暮らせるまちづくり」につきましては，お隣の２３ページを御覧いただきまし

て，中ほどの５，激甚化する水害に対応するまちづくりにつきまして，平成３０年度に

策定いたしましたストックマネジメント基本計画に基づき，計画的に改修を進めており

ます下水道ストックマネジメント事業や，雨水排水路整備事業などでございます。１枚

おめくりいただきまして，基本目標５「多様性を認め合い，包容力を育むまちづくり」

といたしましては，お隣２５ページを御覧いただき，４の地域で支え合う協働のまちづ

くりといたしまして，これまでも，新築，修繕，集約，用地取得に対しまして助成してお

ります地域コミュニティ施設新築等補助事業などでございます。１枚おめくりいただき

まして，基本目標６「ふれあいとあたたかさにあふれる福祉のまちづくり」につきまし

ては，一番下の３，誰もが安心して暮らすことができる医療体制・社会保障制度の充実

といたしまして，公的医療機関であります協同病院に対する支援や，霞ヶ浦医療センタ

ーへの支援となります寄付講座，来年度から名称が寄付研究部門へと変更になりますが，

医療体制強化事業でございます。１枚おめくりいただきまして，基本目標７「未来につ

なげる環境にやさしいまちづくり」でございますが，お隣２９ページを御覧いただきま

して，４の人と自然にやさしい水循環の維持・改善につきまして，公共下水道の未整備

箇所の整備や，水道の老朽管更新事業でございます。１枚おめくりいただきまして，基

本目標８「効率的な行財政運営による持続可能なまちづくり」につきましては，お隣３

１ページの一番下６，持続可能な財政運営・公共施設マネジメントの推進につきまして，

今後も，これまで以上の寄付を目指して取り組んでいくふるさと土浦応援寄付事業でご

ざいます。説明につきましては，以上となります。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 次に，資料④長期財政見通しと財政運営の基本的な考え方について，説

明を願います。

〇山口財政課長 令和３年度長期財政見通しと財政運営の基本的な考え方について，説

明をさせていただきます。サイドブックス一つお戻りいただきまして，④令和３年度 長

期財政見通しと財政運営の基本的な考え方をお願いいたします。長期財政見通しは，令

和元年度を除きまして，平成２５年度から策定しているもので，先ほど３か年事業実施

計画の説明がございましたが，実施計画を踏まえまして策定したものでございます。
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３ページをお願いいたします。１の長期財政見通しの前提条件でございます。まず，策

定の目的・理由でございますが，１番の長期財政財政見通しの策定にございますとおり，

第９次土浦市総合計画がまもなく策定となり，令和４年度から１０年間，新たな視点で

施策に取り組んでいくこととなります。しかしながら，財政状況は近年の公共施設整備

に伴う維持管理費や公債費の増のほか，右肩上がりで増加を続けております社会保障関

係費，公共施設やインフラの老朽化など多くの課題を抱えておりまして，これに加えて

新型コロナウイルス感染症の影響により減少した市税は，回復傾向にあるものの，コロ

ナ以前の水準には戻っていないのが現状であります。今後，社会経済活動の回復が期待

されておりますが，感染状況によっては，予断を許さない状況が続いております。この

ような中，持続可能な行政運営の指針とするため，事業実施計画の策定に併せまして，

長期的な展望に立った財政見通しを策定するものでございます。なお，本財政見通しは

一般会計を対象としておりまして，令和４年度から令和１３年度までの１０年間を期間

としております。 前提条件でございますが，基本条件といたしましては，丸の一つ目，

令和４年度の当初予算を基礎として，３か年事業実施計画や現行制度を踏まえて策定し

ております。二つ目，維持補修費につきましては，突発的に生じる修繕などがあること

から，３か年事業実施計画に年間５億円を加算して見込んでおります。三つ目，３か年

事業実施計画は，令和６年度までの計画であることから，令和７年度以降の投資的経費

を，公共施設等総合管理計画を基に，年間３４．６億円と平準化して事業費を織り込ん

でおります。また，人口推計につきましては，第２期土浦市まち・ひと・しごと創生人口

ビジョンをもとに，将来の人口減少を市税や扶助費の試算に反映させております。５番

の歳入と歳出の推計内容は，後ほど，個々の見通しの中で説明させていただきます。５

ページをお願いいたします。５ページの中ほどから下にございます，表１の１，主要事

業一覧は，３か年事業実施計画と同様の内容でございます。表の一番上，認定こども園

土浦幼稚園は，令和５年１０月を開園予定としております。三つほどおきまして，上大

津地区統合小学校は令和９年開校予定，中ほどから下にまいりまして，荒川沖木田余線

は令和９年度，新治運動公園整備修繕事業である人工芝化は令和４年度，田村沖宿線は

令和７年度，スマートインターチェンジ整備事業は令和１０年度の完了を目指しており

ます。都市計画マスタープラン，立地適正化計画は，令和５年度までの２か年で策定予

定です。先ほどの前提条件に加えまして，こうした主要事業など３か年事業実施計画を

加味して長期財政見通しを策定しているというものでございます。６ページ，７ページ

をお願いいたします。２の長期財政見通し総括表でございます。１の長期財政収支を御

覧ください。令和３年度，令和４年度は当初予算，令和５年度以降は推計値となってお

り，令和５年度，令和６年度は３か年事業実施計画が加味されております。表の下から

３行目が，歳入から歳出を差し引いたもので，黒三角は，当初予算における歳出の超過

分を表しております。その下の一般財源基金繰入額は，財源不足分を一般財源基金で補

う金額，さらにその下の「歳入－歳出」の欄は，一般財源基金で補い切れない金額を表

しています。予算内示会でお示しいたしました通り，令和４年度予算では，１０億７，

０００万円の収支不足が生じておりまして，令和５年度以降も７億５，０００万円から
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１６億１，１００万円の不足が見込まれているところでございます。令和１３年度まで

の収支不足額の合計額は，一番右の計の欄にありますように，１１５億９，８００万円

と見込んでおります。毎年の収支不足額と同額を一般財源基金で補填してまいりますと，

令和１２年度には基金が枯渇をいたしまして，財源不足が生じる見込みです。前回の令

和２年度の長期財政見通しでも，令和１２年度に基金が枯渇する見込みでしたので，結

果としては同様の見通しとなったというものでございます。令和１２年度に枯渇する結

果は同じでしたが，項目ごとの推計には，変更が生じておりますので，主だった項目の

説明をさせていただきます。まず，歳入でございます。歳入は，市税の増見込などによ

りまして，５１０億円から５２０億円台で推移すると見込んでおります。このうち，市

税につきましては，前回の令和２年度の推計では，令和３年度に大幅に減収となり，以

降，緩やかに回復していくと見込んでおりましたが，令和４年度予算では，前年度比で

1１０億３，６００万円増と，一定程度回復し，以降は緩やかな回復基調で推移すると見

込んでおります。コロナ以前の令和２年度予算の市税収入は２３４億６，０００万円で

したので，コロナ前の水準まで回復するのは，令和１１年頃と見込んでおります。地方

譲与税，各交付金は，社会経済活動の回復への期待から前回推計よりプラスで見込んで

おります。地方交付税は，当面，合併特例債や臨時財政対策債など基準財政需要額に算

入される公債費が増することから，令和５年度までは増加するものの，以降は市税の増

加や公債費の減少に伴いまして，減少基調で見込んでおります。トータルでは，こちら

も前回推計よりプラスの見込みです。一つおきまして，国県支出金は，扶助費の増によ

り増加していく見込みです。令和４年度に一旦増しておりますのは，ワクチン接種や生

活困窮者自立支援事業，臨時交付金事業などコロナ対策関係の事業費が含まれているこ

とによるものです。市債のうち，臨時財政対策債は，近年ベースの発行が続くと見込ん

でおります。前回推計では，市税収入の減少から，財源不足を補てんする臨時財政対策

債の大幅な増加を見込んでおりましたが，市税収入の落ち込み幅が想定より小さかった

ことなどから，逆に，臨時財政対策債は前回推計より大幅に減少すると見込んでいると

ころでございます。その他の市債は，令和５年度以降は１４億円から１７億円で推移す

る見込みです。続きまして，歳出でございます。歳出は，大規模な公共施設整備が一旦

終了したことで，令和３年度の当初予算で５００億円を下回りましたが，人件費，扶助

費，公債費の増加や老朽化した公共施設等への対応などにより，今後は５２０億円台か

ら５４０億円台程度で推移する見込みです。このうち，人件費は，段階的な定年引上げ

により令和８年度まで上昇し，以降は退職者数の増加に伴い，緩やかに減少する見込み

です。総額では，定年延長によりまして，前回推計より増加しております。扶助費は，生

活保護費やサービス利用者の増加に伴う障害者福祉費，子ども・子育て支援事業の充実

に伴う児童福祉費の増などにより，今後も増加が続いていくものと見込まれております。

公債費は，大規模事業の建設事業費債や，地方交付税財源の不足を補填する臨時財政対

策債の償還によりまして，令和５年度にピークを迎え，その後減少に転じる見込みです。

前回推計では，令和１０年頃がピークとなっておりましたが，臨時財政対策債の発行額

の大幅な減少に伴いまして，時期が前倒しとなっており，総額でも減となっているもの
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でございます。維持補修費は，先ほども説明させていただきましたとおり，令和５年度

以降，突発的に生じる修繕を含め，３か年事業実施計画に年間５億円を加算して見込ん

でおります。補助費等は，令和４年度は，コロナ対策として，生活困窮者自立支援金支

給事業が含まれているため，一旦増しましたが，その後は３０億円前後で推移する見通

しです。繰出金は，横ばいで推移したのち，下水道ストックマネジメント事業に伴う公

債費の増等により，令和９年度から増加に転じる見込みです。投資的経費は，公共施設

等総合管理計画をもとに，令和７年度以降は，公共施設・インフラの改修・更新費とし

て，年間３４．６億円を投資するものとしております。繰り返しになりますが，前回推

計との違いは，歳入では，市税の減少幅を，リーマンショック時を参考として推計して

おりましたが，コロナ禍では企業業績が好調なところもあるなど二極化も見られまして，

落ち込みが想定していたほどではなかったこと，それから地方譲与税・各交付金も想定

より堅調だったこと，地方交付税も原資となる国税収入の増が見込まれることにより，

増加するとした一方で，臨時財政対策債が，前回推計では，市税収入の減少から，大幅

な増加を見込んでおりましたが，市税収入が回復基調にあることや，交付税の増などか

ら，一転して前回推計より大幅な減となっているものでございます。歳出では，人件費

が定年延長の影響により増，公債費が臨時財政対策債の大幅な減により減，維持補修費

が，施設やインフラの老朽化により増となりました。このように，前回，リーマンショ

ック時を参考として市税等の推計を行ったわけですが，コロナ禍での社会経済状況をう

まく読み切れず，今回，様々な推計の変更をいたしましたが，結果として，前回同様，令

和１２年度での基金の枯渇の見込みとなったものでございます。しかしながら，３か年

事業実施計画は，令和４年から令和６年までの計画でございまして，それ以降に事業費

が増加いたします上大津地区統合小学校整備事業やスマートインターチェンジ整備事業，

インターチェンジ周辺土地利用促進事業などについては，事業費が見込まれていないこ

とから，今後，進捗によりまして投資的経費が増大していきますと，財政状況が本見通

しよりも悪化することも想定されます。続きまして２番は，年度末基金残高の推移の見

込みでございます。３番は，全会計の年度末地方債残高の推移でございます。こちらは，

臨時財政対策債の発行額の大幅な減少により，前回推計より残高が減少する見込みです。

８ページから１２ページは，財政収支や歳入，歳出の見通しの推計内容でございます。

１２ページをお願いいたします。図の３の４の年度末基金残高の見通しは，年々一般財

源基金が減り続け，令和１２年度に枯渇し，財源不足となる推移をグラフ化したもので

す。１２ページ，１３ページにかけての全会計の地方債残高の見通しでございますが，

大規模事業などにより，地方債残高は，平成２９年度に１，０２４億円とピークを迎え

ましたが，今後は減少していき，令和１３年度には７０６億円まで減少する見込みとな

っております。しかしながら，普通会計における標準財政規模に対する地方債残高の割

合は，県内で１番数値が悪いと。類似団体と比較しても１．６倍となっていることから，

これ以上将来世代の過度な負担とならないよう，注意を払わなければならないと考えて

おります。最後にローマ数字の４番，持続可能な財政運営にあたってでございますが，

長期財政運営の基本的な考え方といたしましては，令和１３年度までの累積収支不足は
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１１６億円，一般財源基金は，令和１２年度に収支不足を埋め切れずに枯渇するという

見通しとなりました。近年，決算剰余金を活用いたしまして，市債の繰上償還や基金の

積立を実施してきたことにより，策定を始めたころの見込みより基金の枯渇時期を先に

延ばすことができておりますが，令和４年度予算では，一般財源基金を１０．７億円取

り崩すことになっておりまして，今後もこのような状況が続けば，本見通しのとおりの

状況を招きかねません。今後も，このような状況とならないよう，手綱を緩めることな

く１４ページ，１５ページに記載されてございます，歳入の確保と適正化，歳出の抑制

と適正化に取り組みまして，持続可能な財政運営を目指してまいりたいと思っておりま

すので，引き続き，御理解，御協力をお願いいたします。説明は，以上でございます。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございませんか。

〇篠塚委員 維持補修費が５億円加算して，施設の老朽化とかそういうものを含めてと

いうことで。令和４年度から５年度にかけて，倍，倍に。７億から１０億になったりし

ているんだけれども。その後ずっと同じような上り調子になっているんですけれども。

この辺はどのように分析して作ったのか。

〇山口財政課長 維持補修費でございますけれども，令和４年から６年までは事業の実

施計画というものがございますので，そちらの値をこちらの方に持ってきております。

それ以後につきましては，事業実施計画がまだできておりませんので，先ほど申し上げ

ましたように，突発的な修繕等に対応するために，５億円程度を増額して見込んだとい

うことでございます。以上でございます。

〇吉田（博）副委員長 今の山口課長の長期財政見通しの話を聞いていて，やはり歳入

の確保と歳出の抑制これに尽きるっていうしかないんだよな。今回の令和４年度の予算

を見ても，結構取崩しが多くてさ，本当にこれをこのまま繰り返していったら，とんで

もないことになるなというのは分かるから。歳出の抑制というのもやるしかないだろう

な。ただ言葉で言う歳出の抑制ではなくて，本当に真剣に取り組んでさ，これは我慢す

るしかないというような感じでやらないと，次の世代が大変なことになるなという気が

するんだけども，課長はどう思う。

〇山口財政課長 吉田（博）副委員長のおっしゃるとおりでございまして，財政運営を

保っていくためには，歳入の確保と歳出の抑制というものを繰り返しといいますか，引

き続き徹底して行っていかないと，財政運営というのは非常に厳しくなっていくと思い

ます。特に歳出の抑制でございますけれども，スクラップアンドビルドと，よく私ども

の方でも申しておるんですが，なかなかスクラップが進まないというのが実情でござい

ます。全庁的に，スクラップできるような体制を整えていって，歳出の抑制にも努めて

まいりたいと思っておりますので，御理解，御協力のほど，よろしくお願いしたいと思

っております。

〇吉田（博）副委員長 以前，茨城県が財政難に陥った時には，今，課長が言われたよ

うに，スクラップをやらなかったんだよな。スクラップをやらないで，新たな事業，新

たな事業を足していったわけなんだよね。それでやっぱり予算が硬直化したという時期

がね，１０年くらい前にあったかな。県の方でな。スクラップアンドビルドか。お願い
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します。

〇島岡委員 基本料金となるものを上げていくというのは，後々まで効いてくるわけな

んですよね。例えば電気料金にすれば基本料金の部分が何件増えたかとか。うちはガス

屋やっているけど，ガスの基本料金の部分とか，これが後々効いてくるんでその部分を

どう増やしていくのかを。一発一発の勝負でお金儲けしても長く続かないので，基本的

に入ってくる部分をどう増やすかというのを考えていただいたらいいのかなと。おのず

といろいろ策は出てくるんじゃないかと思うんですよね。

〇山口財政課長 使用料ですとか負担金，こちらの方は見直しの方は進めているところ

ではございますが，使用料の値上げとなりますと市民生活の方にも影響が出てまいりま

すので，現在はコロナ禍ということもございますので，島岡委員がおっしゃっているこ

ともごもっともでございますが，慎重に検討をしてまいりたいと思っております。以上

です。

〇今野委員長 ほかに何か御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 次に，資料⑤税金等の納付書による収納の有料化について，説明を願い

ます。

〇根本会計課長 会計課です。資料⑤をお願いします。会計課からは税金等の納付書に

よる収納の有料化について，御報告いたします。一昨年，市の指定金融機関である常陽

銀行から，これまで無料で扱ってきた銀行窓口等での税金や使用料等の紙の納付書を使

った収納について，１件あたり２０円の手数料を負担してもらいたいとの依頼がござい

ました。これについて，検討を重ねてまいりましたが，低金利の長期化や，ＩＴ・デジタ

ル化の進展等により，金融機関を取り巻く環境の変化や，コンビニでの納付には，既に

５７円の手数料を払っていることなどから，手数料の一部負担はやむを得ないものと判

断し，令和４年度予算に計上させていただいております。なお，この依頼については，

県内全ての市町村に対し行われたもので，つくば市，守谷市など８つの自治体では，既

に令和３年度から手数料を負担しており，令和４年度からは県内全市町村において実施

される予定となっております。また，手数料は，令和４年度に限り１件当たり１０円と

なります。予算計上額については，年間３２万５，０００件を見込み，７目会計管理費

に，３５７万５，０００円を計上させていただいておりますので，よろしくお願いいた

します。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございませんか。

〇久松委員 令和４年度に限りということで，その後はどうなるんですか。

〇根本課長 次からは２０円と。令和４年度だけは１０円にしてもらって，令和５年度

からは２０円という計算になっています。

〇海老原委員 税金関係は，常陽銀行以外も窓口収納で扱っているわけだけれども，そ

れについてもこれが影響することはあるの。

〇根本課長 今回，指定金融機関の常陽銀行が一括で請求し，実際には各銀行の窓口で

行われた分については，常陽銀行からその２０円を各銀行に配分するということでござ



22

います。

〇今野委員長 ほかに何か御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 そのほか，執行部からございますか。

〇佐々木政策企画課長 政策企画課でございます。その他といたしまして，２件御報告

がございます。まず１件目は，今年度策定しております総務市民委員会所管の計画につ

いてでございます。今年度は，４つの計画がございますが，そのうち，「土浦市公共施設

等総合管理計画」につきましては，今般，策定の運びとなり，サイドブックスの「その他

の資料」，「計画・プラン等」のフォルダへ掲載させていただきましたので，後ほど御覧

いただければと思います。また，現在，策定中であります「土浦市地域防災計画」，「土浦

市環境基本計画」及び「土浦市ごみ処理基本計画」につきましては，策定次第，サイドブ

ックスへ掲載させていただければと考えておりますので，よろしくお願いいたします。

２件目でございます。機動警察パトレイバー展の開催結果についてでございます。本年

１月１４日（金）から今月の１３日（日）まで，市民ギャラリーにおいて，機動警察パト

レイバー展を開催いたしましたが，そちらの来場者数が確定いたしましたので御報告い

たします。この期間中，月曜日の休館を除いて，２７日開催いたしましたが，来場者数

は，３，１３３人で，１日平均１１６人と，たくさんの方にご来場いただきました。ま

た，その間，広場において，２回マルシェを開催いたしまして，盛況であったことを，あ

わせて御報告いたします。今回の企画展でございますが，告知の手法として，開催前か

ら，ツイッター上でサイトを立ち上げ，情報を小出しにする作戦が功を奏したのか，Ｓ

ＮＳ上では，開催前からかなりの反響があったところでございます。さらに，ちょうど

期間の半ばには，ヤフージャパン・クリエイターズプログラムへ登録しているライター

や，お隣の，栃木県下野新聞でも，この企画展を大きく取り上げていただいたこともあ

り，最終日まで，客足が遠のくことなく開催することができました。また，同期間，パト

レイバーのグッズを市役所１階きらら館で販売いたしましたが，そちらの売り上げは，

７０６万４，０００円となり，売上げ手数料として，その２割が観光協会の収入となっ

たところでございます。なお，この企画展では来場者へアンケート調査を実施しており，

おおよそ３分の１となる９２８人の方から回答をいただきました。結果を見てみますと，

回答者で最も多い年代が４０代で５割，次いで３０代が２割，また，全体の８割が男性

といった状況でした。来館者のお住まいについては，茨城県内が５割，次いで千葉，埼

玉，神奈川が３割で，中には，北海道や大阪，さらには九州から来たと答えた方もおり，

全体の９割以上の方から，この企画展について満足したとの回答をいただいたところで

す。今後も，この根強いパトレイバー人気を，何とか土浦市へつなぎとめることができ

るよう，研究を進めてまいりたいと考えてございます。説明につきましては，以上とな

ります。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 そのほか，執行部からございますか。
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（「ございません」という声あり）

〇今野委員長 ないようですので，委員の皆様から執行部に何かございますか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 では，私から一点よろしいでしょうか。前々回の委員会の時に，ふるさ

と納税に関して，吉田（千）委員の方から自動販売機でのやり取りはどうなんだろうと

いうことで，検討するというような御回答だったかと思いますが，その後の進捗を教え

ていただけますか。

〇佐々木政策企画課長 前々回の委員会において，吉田（千）委員の方からふるさと納

税の自動販売機について，こういったものをやってはどうかと御提案の方いただきまし

た。今現在６自治体でやっていると。前回もお話ししましたとおり，基本的にそのうち

の一つ，二つは道の駅でやっているんですけれども，残る四つはゴルフ場でございます。

我々の方もですね，ワンウェイゴルフクラブさんで返礼品でやってございます，４万円

で一人分の利用料金１２，０００円がただになるというようなことで出しておりまして，

昨年度は１０数件しかなかったんですが，令和２年は１６０弱の寄付をいただいたとこ

ろでございます。本市で取り入れるとすれば，ワンウェイゴルフクラブでやるといった

ことで，市外の方がゴルフをやりに来て，そこで寄付をしてという流れになると思いま

す。寄付の状況を聞いたところ，何でも寄付はできるんですが，ゴルフの利用料への寄

付がほとんどだということで，ワンウェイゴルフ場でやることができるというところま

では分かったところでございます。ただ一方で，初期費用の３００万という部分で，ワ

ンウェイゴルフクラブのために自動販売機を市が設置するというのがですね，市民の皆

様に理解いただけるのかどうなのかという，そこの部分だけでございます。実際は４自

治体やっておりますので，やれないことはないと。ただ，ゴルフ場の利用者のために，

販売機を設置して，割り引いた金額でプレイができるとそういう流れでございまして。

それ以外に，市民の皆様に御理解いただけるような場所がないかということで，探して

いるところでございます。以上でございます。

〇今野委員長 これから貴重な税収の一つになるかもしれませんので，何かいいアイデ

アがありましたら，進めていただければと思います。

〇佐々木政策企画課長 それ以外に，設置する場所がございましたら，お話しいただけ

ればと思っております。御提案の方，ありがとうございました。

〇今野委員長 市長公室及び会計課の皆様は，退席していただいて結構です。お疲れ様

でした。換気・消毒のため，暫時休憩いたします。１１時４０分から再開いたします。

（市長公室・会計課退席）

（総務部入室）

（午前１１時３５分休憩）

（午前１１時４０分再開）

〇今野委員長 それでは，総務部の案件について，協議を行います。総務部資料に基づ

きまして，令和４年度土浦市一般会計予算（案）主要事業について，資料①ア防災拠点・

防災設備整備事業について，執行部より説明を願います。
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〇皆藤防災危機管理課長 防災危機管理課でございます。資料①ア防災拠点・防災設備

整備事業について，御説明いたします。この事業は，防災拠点・防災設備を整備し，災害

対応能力の強化を図ることを目的としているものでございます。これまでも，防災倉庫

への非常食や資機材の備蓄，耐震性貯水槽や防災井戸の整備・充実を図ってきたところ

でございます。令和４年度の災害対応能力強化を図るための事業といたしまして，３本

掲載させていただきました。一つ目は，防災倉庫の整備でございます。現在，防災倉庫

は指定避難所などに各２基ずつ，合計６０基設置してございます。そのうち平成６年か

ら平成１０年に整備した２９基については，老朽化が進んでいることから，老朽化の著

しい倉庫から計画的に更新を図るものでございます。来年度につきましては，上大津東

小学校，中村小学校の各１基，合計２基の更新をするものです。二つ目といたしまして，

土浦一中に設置してあります耐震性貯水槽の保守でございます。市内には，耐震性貯水

槽が６基設置してございますけれども，設置から古いものでは２７年が経過してござい

ますことから，緊急時に確実に使用できるよう，点検・清掃を実施するものです。三つ

目といたしまして，保健センター非常用発電設備の設置でございます。保健センターに

つきましては，本庁舎が被災した場合や被災する恐れがある場合の，第１番目の代替え

施設となっておりますことから，停電時の対策として設置するものでございます。こち

らの事業に係る費用については，緊急防災減災事業債を活用するものです。説明は以上

でございます。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 次に，資料①イ情報伝達体制整備事業について，説明を願います。

〇皆藤防災危機管理課長 資料①イ情報伝達体制整備事業について御説明いたします。

この事業は，災害発生時の情報伝達手段の確保と正確な情報発信体制を確保することを

目的とした事業でございます。これまで，防災行政無線やＩＰ無線などの情報伝達機器

を整備や，ホームページや登録制メール，アプリ等で情報発信体制を整えてきたところ

でございます。来年度は情報伝達機器と情報発信体制のより一層の整備強化を図るため

の主な事業として，３本掲載させていただきました。一つ目は，無線放送受信アプリの

導入でございます。災害時には，防災行政無線による緊急放送，また，安心・安全情報メ

ール，市ホームページ，ツイッター，ヤフー防災アプリといったインターネット環境を

利用した伝達方法を確保してございますけれども，より一層の情報伝達手段を確保する

ために，防災行政無線の放送内容を，市民のスマートフォンに配信を行うためのアプリ

を導入するものでございます。運用の開始は９月を予定しております。事業費につきま

しては，戸別受信機，無線放送受信機の購入費，それと９月から予定しておりますので，

７か月分のアプリと回線の使用料でございます。戸別受信機と無線放送受信機の購入費

につきましては，緊急防災減災事業債を活用するものございます。二つ目は，屋外子局

のバッテリーの交換でございます。防災行政無線につきましては，運用から１０年が経

過してございます。屋外子局のバッテリーの耐用年数も５年と言われておりますので，

平成３０年度より毎年計画的に交換しているものです。来年度は，２４基のバッテリー
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の交換を行うものでございます。三つ目は，無線機収納ＢＯＸの設置でございます。こ

ちらは，ＩＰ無線機を収納するボックスでございます。ＩＰ無線機につきましては，避

難所や主要関係機関など計１００か所への設置を予定してございます。設置の済んでい

ない，避難所となっております，閉校となった小学校４校の体育館に，配備する必要が

ございますので，ＩＰ無線機を保管しておく充電が可能なボックスを設置するものでご

ざいます。説明は以上でございます。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 次に，資料①ウふるさと土浦応援寄附事業について，説明を願います。

〇佐々木政策企画課長 政策企画課でございます。私の方からは，ふるさと土浦応援寄

付事業についての説明の前に，次年度以降のふるさと土浦応援寄付事業の対応につきま

して変更がございますので，御説明をさせていただきます。このふるさと納税でござい

ますが，年々寄付額が増加いたしまして，事務量も増えている状況でございます。この

ようなことから，令和４年度からの事務つきまして，ふるさと納税へ協力していただく

事業者や返礼品の拡充，企業版ふるさと納税の事務については，これまでどおり政策企

画課が対応いたしまして，ふるさと納税の事務処理全般につきましては，納税課で対応

することとなりました。次年度以降は，この二つの課で連携しながら，寄付額の増に向

けて，取り組んでいくこととなりますので，よろしくお願いいたします。以上でござい

ます。

〇福澄納税課長 改めまして，私の方からふるさと土浦応援寄附事業につきまして，御

説明させていただきます。こちらの事業につきましては，平成２７年に，ワンストップ

特例制度が創設されたことによりまして，税控除が簡単にできるようになったことで，

広く認知されるようになりました。本市でも，返礼品を充実させることで，地元の特産

品等を広くＰＲし，地域活性化のため，積極的に取り組んでいるところでございます。

事業の概要を御覧いただきまして，本市におきましても，平成２７年９月から寄付者へ

の返礼品送付を開始したところでございます。昨年度も，過去最高額となる５億６，７

００万円の寄付が集まったところです。今年度の状況でございますが，巣ごもりの影響

などもあり，１月末現在で，既に，５億７千万円の寄付が集まっているところでござい

ます。このような状況を踏まえ，令和４年度予算額でございますが，歳入につきまして

は，今年度の寄付額をもとに７億円と見込んだ上で，歳出について，ＰＲから受付，返

礼品の配送管理など，一連の業務を委託するための経費といたしまして，３億８，４９

６万５，０００円を計上させていただくものでございます。今後も，ふるさと納税によ

り，自主財源の確保を図るとともに，地域の活性化へもつなぐことができるよう，取り

組んでまいります。説明につきましては，以上となります。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 次に，資料②市の境界変更及び境界変更に伴う財産処分（案）について，

説明を願います。
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〇真家総務課長 市の境界変更及び境界変更に伴う財産処分（案）について，御説明い

たします。サイドブックの資料②市の境界変更及び境界変更に伴う財産処分の１ページ

をお願いします。１番の境界変更の理由でございますが，本市とかすみがうら市との当

該行政界について神立駅西口地区土地区画整理事業に伴いまして造成された整形の区画

に合わせた行政界へ変更することによりまして，住民の利便性や行政サービスの向上を

図るものであります。次に，２番の境界変更の内容，３番の変更に係る区域の面積及び

人口，４番の境界変更に伴う財産処分の内容につきましては，図面により御説明いたし

ます。次の２ページを御覧ください。行政界変更区域明細図でございます。現行の行政

界であります一点鎖線の左側が土浦市，右側がかすみがうら市となっております。今回，

点線が変更後の行政界となりまして桃色の部分がかすみがうら市から土浦市に編入する

部分，そして緑色と茶色の部分が土浦市からかすみがうら市へ編入する部分でございま

して，共に面積が７０４㎡の等積交換の形となります。続きまして，境界変更に伴う財

産処分の内容でございます。次の３ページを御覧ください。桃色の部分の左側に茶色の

細長い筆があるかと思いますが，こちらはかすみうら市所有の法定外道路でございます。

こちらにつきましては，行政界の変更により大部分が土浦市域に存在することになりま

すが，所有権につきましては，従前どおりかすみがうら市所有のままで変更がないとい

うものでございます。恐れ入ります，１ページにお戻りください。最後に５番の今後の

主な予定でございますが，今回，議案の議決をいただきました後にかすみがうら市と連

名で県知事に行政界変更の申請を行います。県では９月議会に上程，議決後に総務大臣

に行政界変更を届出し，総務省告示を持ちまして行政界変更の効力が発生いたします。

さらに令和５年の３月には本市とかすみがうら市で各々，今回の編入区域について町の

区域の変更案を議会に上程いたしまして，６月には区画整理事業の換地処分と合わせま

して町の区域の変更についての公示を行う予定となってございます。説明は以上でござ

います。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 次に，資料③土浦市条例の読点の表記を改める条例（案）について，説

明を願います。

〇真家総務課長 土浦市条例の読点の表記を改める条例（案）について，御説明いたし

ます。１番の制定理由及び２番の制定内容といたしましては，国が定めました「公用文

作成の考え方」に準拠しまして，本市の条例のうち，現に効力を有するもの，２月１日

時点で２４６本ございますが，これらの条例において読点として表記するコンマについ

て，一括してテンに改めるものでございます。次に，３番これまでの経緯でございます

が，本市の公文書における読点の表記につきましては，国が昭和２７年に定めました「公

用文作成の要領」に準拠し，昭和３９年に本市で制定した「左横書き文書作成要領」に

おいて，コンマを使用するものと定められました。そのような中，文化庁の諮問機関で

ございます文化審議会において，平成３０年から，公用文の作成に関する見直しが検討

されまして，本年１月７日付けで，国における新たな公用文作成の手引となります「公
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用文作成の考え方」が取りまとめられました。この中で，読点につきましてはコンマに

代わり，テンを使用することを原則とするということで定められました。また，１月１

１日付けで，内閣官房長官が各国務大臣に対しまして，「公用文作成の考え方」を周知す

るとともに，同日付けで従来の「公用文作成の要領」を廃止したところでございます。

最後に４番でございますが，条例の施行日については，年度の切替えに合わせまして，

本年４月１日から施行するものでございます。説明は以上でございます。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 次に，資料④土浦市職員定数条例の一部改正（案）について，説明を願

います。

〇武井人事課長 人事課でございます。土浦市職員定数条例の一部改正について説明さ

せていただきます。タブレットの資料では，④をお開き願います。まず改正理由でござ

いますが，令和３年６月に地方公務員法が一部改正され，令和５年度に６０歳となる職

員から定年引上げの対象となり，２年に１歳ずつ引き上げられます。消防職員は，業務

の性質上，災害現場に従事する若手消防吏員を常時一定数確保する必要がございます。

消防職員の定数は現在，条例の上限である１８５人に達しており，定年引上げにより６

０歳以上の職員が在籍し続けた場合，新規採用職員の採用抑制を行う必要が生じ，消防

力を維持することが困難となります。そのため，制度施行の前年度から新規採用職員の

採用手続きを進めるため，消防職員数の上限を現在の１８５人から２１６人に改正し，

令和４年４月１日から施行させていただくものです。この２１６人というのは，令和８

年にピークとなりまして，２１６人ということになります。その後，令和９年以降も消

防職員数２００人を超えるような状況でございますので，この２１６人を上限といたし

まして，令和４年４月１日から施行させていただきたいと考えております。説明は以上

でございます。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 次に，資料⑤土浦市押印を求める手続の見直しに伴う関係条例の整備に

関する条例（案）について，説明を願います。

〇武井人事課長 続きまして，土浦市押印を求める手続きの見直しに伴う関係条例の整

備に関する条例（案）について，御説明をいたします。制定理由でございますが，国にお

いては，新型コロナウイルス感染拡大の防止とオンライン行政手続を目指し，書面規制，

押印，対面規制の見直しが進められており，地方公共団体においても，国と同様の見直

しに積極的に取り組むことが求められています。このことから，本市においても市民，

事業者等から市の機関に提出される各種書類における押印欄及び署名を求めている記述

のあるものについて，「土浦市行政手続における押印等見直し方針」によりその必要性を

点検し，見直しを行っております。このうち，「土浦市職員の服務の宣誓に関する条例」，

「土浦市固定資産評価審査委員会条例」，「土浦市火入れに関する条例」の３つの条例に

ついて，一括して様式等から押印を廃止するための条例を制定するものでございます。
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この条例は，令和４年４月１日から施行させていただくものでございます。なお，条例

以外では規則で定められており，およそ１，２５０件が見直しの対象となっております。

説明は以上でございます。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 次に，資料⑥土浦市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例及

び土浦市職員退職年金条例の廃止（案）について，説明を願います。

〇武井人事課長 続きまして，土浦市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例

及び土浦市職員退職年金条例の廃止について，御説明をいたします。今回廃止する条例

２本につきましては，現行制度移行前となる昭和３７年以前の旧制度による退職年金受

給について，経年により該当する者がなくなったことに伴い廃止するものでございます。

経緯と経過についてですが，両条例は，各市町村で支給する年金のために制定されまし

たが，昭和３７年から茨城県市町村共済組合の共済年金制度に移行されました。最後の

遺族年金受給者が平成１５年に亡くなった後は現在まで申請者はなく，年数的にも新た

な請求の可能性がなくなったため，今年度をもって廃止するものです。説明は以上でご

ざいます。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 それでは，ここで暫時休憩いたします。午後１時から再開いたします。

（午後０時休憩）

（午後１時再開）

〇今野委員長 休憩前に引き続き，会議を再開します。次に，資料⑦土浦市督促手数料

の廃止のための関係条例の整備に関する条例（案）について，説明を願います。

〇福澄課納税課長 土浦市督促手数料廃止のための関係条例の整備に関する条例につい

て御説明いたします。１番の制定理由といたしまして，全国的な流れで督促手数料を廃

止する市町村が増えております。既に，国県では全廃されていると聞いております。本

市でも，費用対効果と事務の効率化等を勘案し，全庁的に督促手数料の廃止をするため

に，２番に制定内容として記載しておりますとおり，「土浦市税条例」ほか５本の条例を

改正させていただきたいと考えております。この条例改正によって，市税の３税，国民

健康保険税，後期高齢者医療保険料，介護保険料，都市計画下水道事業受益者負担金，

農業集落排水事業分担金，住宅使用料の合計９の税や料金の督促料を廃止することとな

り，これをもって，本市の督促料金は全て廃止となります。最後となりますが，３番の

条例の施行日として，令和４年４月１日を予定させていただいております。今後とも，

事務の効率化を進めて，キャッシュレス決済など，納税者の利便性の向上に努めてまい

ります。説明は以上となります。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございませんか。

〇吉田（博）副委員長 督促手数料というのは，今まで市にどのくらい入っていたの。

〇福澄納税課長 やはり市税が１番大きかったのですが，令和２年度は市税が３６０万
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程度，国民健康保険税は２４０万程度。その他に関しましては，数十万円単位のものが

多いのですが，合計で７００万程度の歳入がございました。以上です。

〇吉田（博）副委員長 大きいな，これ。

〇今野委員長 ほかに何か御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 次に，報告事項につきまして，資料⑧総合評価方式の試行再開について

説明を願います。

〇秋山管財課長 管財課でございます。サイドブックスの資料⑧総合評価方式の試行再

開についてをお願いいたします。現在，管財課の契約は，一般競争入札，指名競争入札，

随意契約等を行っておりますが，一般競争入札において，一部総合評価方式を再開した

いと思います。この総合評価方式ですが，以前は平成２１年，２２年に実施しておりま

したが，その後実施することなく１０年が経過してしまいました。近年，国・県では品

確法の改正等により，総合評価方式が進められ，県では一般競争入札の約４０パーセン

トが実施されており，また水戸市，つくば市でも実施・拡充されている状態です。この

ような状況の中，国・県や地元建設業者協会から総合評価方式導入の要請が毎年あるこ

とから，土浦市でも令和４年度に再開していきたいと思います。恐れ入ります，サイド

ブックスの４ページをお開けください。一般競争入札では，予定価格が１億で最低制限

価格９，０００万の場合は，Ｄ社が落札となりますが，総合評価方式では，予定価格１

億・調査基準価格，総合評価方式では最低制限価格ではなく，調査基準価格と申します。

こちらを９，０００万。そして，新たにその９０パーセントの失格価格８，１００万を

設けた場合，各事業者に標準点１００を与え，技術評価点を加え，評価点を入札価格で

割り，評価値を出し，その評価値の大きいＡ者が落札者になります。金額多いＡ者が落

札者となりますが，成果物の品質向上によるコスト削減，不良工事・談合の未然防止，

さらには技術的社会的な競争のため，技術と経営に優れた健全な建設業者の育成が期待

されることになります。１ページに戻っていただき，メリットばかりお話ししましたが，

デメリットもございます。通常の入札に比べて，評価項目の設定や県の学識経験者の聴

取等，約１か月半程度かかってしまいます。また事業者も準備する書類が増えることに

なります。そのため，担当課の協力及び建設業者の理解が必要になります。この総合評

価方式を選択する工事は，想定しておりますのが，大規模な橋梁の長寿命化・耐震工事

や，雨水路の敷設工事，議会案件の大規模工事などのＡランクの土木一式工事を考えて

おります。１０年ぶりに再開するため，手探りではございますが，令和４年度から試行

再開していきたいと思います。説明は以上でございます。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございませんか。

〇吉田（博）副委員長 課長，タイトルが試行再開とあるけど，これ試行は抜いて。総

合評価方式の再開だよ。というのは，試しでということだろう，これ。ではなくて，今の

流れは国も県もみんな総合評価方式なんだよ。だから土浦市もやるよということで，試

行じゃなくて，これは平成２１年，２２年にやったんだから，１回。あの時は試行でい

いけれども，今回は再開にしろよ。これからやっていくんだということでいいだろうよ，



30

それで。

〇秋山管財課長 分かりました。すみません。試行を抜いて，再開についてとさせてい

だきます。よろしくお願いいたします。

〇今野委員長 ほかに何か御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 そのほか，総務部からございますか。

〇皆藤防災危機課長 防災危機管理でございます。旧新治地区での防災行政無線により

ます，正午の定時放送について説明させていただきます。９月定例会の事前委員会にお

きまして，旧新治地区の住民の皆様から，正午の定時放送を復活する要望が寄せられて

いるというお話をいただいたところでございます。定時放送の再開するに当たりまして，

試行的に放送することで，住民の意見等を取りまとめ，今後の方針を決定することとい

たしまして，１２月１日から１５日間試行放送を実施いたしました。地区長の皆様にア

ンケート方式によりまして，意見をいただいたところです。結果といたしまして，正午

の定時放送を続けて欲しいとの回答が７３パーセントと多数を占めたため，定時放送を

再開することとしたものでございます。放送開始日は，令和４年４月１日（金）からで

ございます。放送時間は，正午から３０秒程度。放送する曲は，試行放送と同じエーデ

ルワイスでございます。放送対象地域は，新治地区全域といたします。定時放送開始に

伴う，住民への周知につきましては，新治地区への各区長への通知と住民の皆様への全

戸のチラシの配付。また，新治地区と隣接する町内である粟野，今泉，並木，常名などの

区長に対しては，実施の通知をお送りし，周知を図ってまいります。説明は以上でござ

います。

〇今野委員長 そのほか，総務部からございますか。

（「特にございません」という声あり）

〇今野委員長 ないようですので，委員の皆様から執行部に何かございますか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 ないようですので，総務部の皆様は，退席していただいて結構です。お

疲れ様でした。

（総務部退席）

（市民生活部入室）

〇今野委員長 それでは，市民生活部の案件について，協議を行います。市民生活部資

料に基づきまして，令和４年度土浦市一般会計予算（案）主要事業について，資料①ア

地域公民館整備事業について，執行部より説明を願います。

〇五来市民活動課長 サイドブックスは，資料①のアをお開き願います。市民活動課の

令和４年度主要事業について，御説明させていただきます。地域公民館整備事業でござ

います。町内会等の地域活動や交流の拠点であります地域コミュニティ施設，公民館の

新築等に補助することにより，地域住民の連帯感，コミュニティ意識の高揚を図ってい

くものでございます。令和４年度は，新築・改築が乙戸南３町連合会の１団体，修繕が

田中１丁目・小山田の２団体を予定しております。これまで，本事業により新築・改築
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４３件，増築・修繕４９件の補助を行ってまいりましたが，既存公民館の老朽化が進ん

でおりますことから，今後も各町内会からの要望が予想されるものでございます。説明

は以上です。よろしくお願いします。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございますか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 次に，資料①イ空家等対策推進事業について，説明を願います。

〇坂本生活安全課長 生活安全課でございます。よろしくお願いします。生活安全課の

主要事業について，御説明いたします。サイドブックスの資料①イ空家等対策推進事業

でございます。事業の目的といたしまして，近年，空家等が増加し，これらの中には適

切な管理が行われないまま放置されている結果，周辺の生活環境に深刻な悪影響を及ぼ

している空家がございます。このような案件に対しまして，総合的な空家等対策を推進

することによりまして，市民の安全で安心な生活を確保し良好な生活環境の保全を図る

ことを目的としているものでございます。今年度の事業の一つが，これまで除却等を指

導勧告し，保安上危険な状態の改善を求めてきたところでございますが，改善が見られ

ない案件に対しまして，今後も粘り強く改善を指導していくところでございますが，そ

れでも応じてもらえない場合には，空家等対策の推進に関する特別措置法に基づきまし

て，行政代執行による解体撤去工事を行うというものでございます。今回は新治地区内

にある特定空家を対象としておりまして，予算額は解体撤去費や官報などへの公告費な

どを含めまして２４０万円となっております。うち４割が国の補助となる予定です。も

う一つが，今年度から行っている空家バンクに対しまして，現在は登録件数が１件でご

ざいますが，登録件数を増やすためダイレクトメールを送付するなどを行って登録件数

を増やす努力を行っております。登録件数が増えましたら，空家バンクを活性化するた

めにバンクに登録されていた物件を購入し，リフォームした方に対しましてリフォーム

費用の１０分の１，２０万円を限度に助成を行う事業を令和４年度から行ってまいりた

いと思っております。今後もこのような空家の解消に向けた取組を継続しまして，空家

等対策の推進を図ってまいりたいと考えております。説明は以上でございます。よろし

くお願いいたします。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございますか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 次に，資料①ウキャッシュレス決済事業について，説明を願います。

〇佐野市民課長 市民課でございます。よろしくお願いいたします。引き続き，サイド

ブックスの①のウ，令和４年度予算（案）についての，キャッシュレス決済事業をお願

いいたします。こちらのキャッシュレス決済事業につきましては，市民課・課税課・商

工観光課の事業も含まれておりますが，一括して御説明をさせていただきます。はじめ

に，事業の目的ですが，窓口での証明書発行等の交付手数料や観光施設での土産品販売

について，クレジットカード，電子マネー，ＱＲコードでの多様な支払いを可能とする

ため，国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して，キャッシュ

レス決済用の端末機及び端末機と連動する自動釣銭機レジを導入するものでございます。
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次に，事業の概要ですが，キャッシュレス決済用の端末機及び端末機と連動する自動釣

銭機レジを，市民課が通常の会計窓口に１台，毎週実施しております日曜日の休日開庁

に伴う会計窓口が１台の合計２台。そして，市内に５つある支所・出張所にそれぞれ１

台，合計で７台を導入したいと考えております。また，課税課にも同様の機器を１台導

入予定です。なお，商工観光課所管のまちかど蔵，きらら館，小町の館には，令和２年度

にキャッシュレス決済用の端末機を設置済みですので，端末機と連動する自動釣銭機レ

ジをそれぞれ導入する予定でございます。導入に伴う経費につきましては，備品購入費

及び工事請負費等，３，６１２万８，０００円となっております。今後の予定といたし

ましては，令和４年４月から９月にかけて，導入機器及びキャッシュレス決済事業者の

選定を行い，１０月からの運用開始を目指したいと考えております。期待される効果・

成果目標等ですが，会計時に市民の方と職員との接触機会を減らすことで，新型コロナ

ウイルス感染症の感染リスクを低減させるとともに，キャッシュレス化に対応した，多

様な支払い方法を可能とすることで，市民の皆様の利便性の向上を図るとともに，満足

度の向上につなげるものでございます。市民課からの説明につきましては，以上でござ

います。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございますか。

〇篠塚委員 キャッシュレス決済の機材の導入なんですが，今後運用に関わる手数料等

が発生してくると思うんですが，それは各課で入ってくるということでよろしいんです

か。

〇佐野市民課長 そのような形で見ております。

〇篠塚委員 ちなみに業者を選ぶときに，手数料も含めて検討するということでやるん

でしょうか。

〇佐野市民課長 決済事業者によって，若干手数料の割合というのが変わってきますの

で，その辺も含めまして，入札等により決定していきたいと考えております。

〇今野委員長 ほかに何か御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 次に，資料①エ汚泥再生処理センター維持管理事業について，説明を願

います。

〇渡辺環境衛生課長 資料①エ汚泥再生処理センター維持管理事業について，御説明さ

せていただきます。はじめに事業の目的でございますが，令和３年度から供用を開始し

た汚泥再生処理センターにつきまして，民間事業者の経験豊富なノウハウや，創意工夫

を生かすために，長期包括業務委託の実施を行い，更なる効率的，効果的な施設運営を

図るものでございます。事業の概要といたしましては，令和４年度は薬品を始めとする

消耗品や破砕部品の修繕，ポンプの定期整備などの維持管理を行い，引き続き，適切な

運転管理を実施するとともに，令和５年度から予定しております長期包括運営委託に向

けて，事業者選定などを行っていくものでございます。事業者選定の議案上程につきま

しては，１２月定例会を予定してございますので，よろしくお願いいたします。説明は

以上でございます。
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〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 次に，資料①オ管理型最終処分場延命化事業について，説明を願います。

〇渡辺環境衛生課長 資料①オ管理型最終処分場延命化事業について，御説明させてい

ただきます。事業の目的でございますが，適正な維持管理を図りながら，ごみの減量化

とリサイクルの推進をすることで，施設の延命化を図っていくものでございます。事業

の概要といたしましては，令和４年度は引き続き，老朽化した機器の更新と供用開始以

来２０年未更新であった電気設備の工事の方を行い，適正な維持管理に努め，また，令

和４年度は焼却灰の一部を試験的に外部のリサイクル施設に搬入するとともに，今後の

最終処分の方向について検討してまいります。説明は以上でございます。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございませんか。

〇吉田（博）副委員長 これは，白鳥のことを言っているんだろう。最終処分場だろう，

白鳥の。

〇渡辺環境衛生課長 白鳥にある最終処分場でございます。

〇吉田（博）副委員長 だよな。通常だと後何年くらいもつんだ，ここは。

〇渡辺環境衛生課長 １０年から１２年と今試算をしているところでございます。

〇吉田（博）副委員長 ということは，ほかのリサイクル施設に焼却灰を持ってきて，

軽減するということなんだろうけども，そろそろ次の手を考えるしかないんじゃないか。

〇渡辺環境衛生課長 御指摘のとおり，１０年から１２年というスパンしかございませ

んので，まず令和４年度は試験的に焼却灰の約１５パーセント分，６７２トンの予算を

いただきまして，県内１か所と県外１か所へ灰を持っていって，リサイクルしてもらう

ような形をとる予定でおります。その後，予算の説明でも出てくるんですが，測量の予

算をいただきまして，実質的にどのくらい最終処分場がもつのかという測量を新たに令

和４年度に実施する予定となっております。その後，令和５年度からはその結果を踏ま

えて，御指摘のとおり，最終処分場の在り方について，様々な方法を検討していくよう

なことを予定しております。

〇吉田（博）副委員長 ということだよな。はい了解。

〇今野委員長 ほかに何か御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 続きまして，令和３年度土浦市一般会計補正予算（第１６回）（案），資

料②ア戸籍住民基本台帳関係事業について，執行部より説明を願います。

〇佐野市民課長 市民課でございます。続きまして，サイドブックスの②のア，令和３

年度土浦市一般会計補正予算（第１６回）（案）についての，「戸籍住民基本台帳関係事

業」をお願いいたします。こちらは，追加の議案として提出を予定している事業でござ

いますが，国の方では，できる限り早期に，全国でマイナンバーカード所有者の転出・

転入手続のワンストップ化が実現できるよう，令和３年度の補正予算に計上し，各団体

による早期の事業着手が可能となるよう，令和３年度中に補助金の交付決定を行うとの

ことで，今回，急遽提出させていただきましたことから，事前の委員会で御説明をさせ



34

ていただくものでございます。まず，１の補正の理由についてですが，住民基本台帳制

度における転出・転入手続につきましては，転出地市区町村で転出証明書を受け取り，

転入地市区町村で転入届と共に提出する必要がございますが，住民の皆様の来庁負担の

軽減が課題であるほか，転入時における住民登録及び住民登録に関連する一連の事務の

処理に多くの時間を要している現状がございます。そのようなことから，マイナンバー

カード所持者が，国が運営するマイナポータルからオンラインで転出届・転入予約を行

い，転入地市区町村が，あらかじめ通知された転出証明書情報により事前準備を行うこ

とで，転出・転入手続の時間短縮化，ワンストップ化を図ることを目的に，住民基本台

帳システムの改修を行うもので，その改修費用につきまして，増額補正をお願いするも

のでございます。続いて，２の補正予算額ですが，住民基本台帳システムの改修委託料

といたしまして，１６７万２，０００円の増額補正をお願いするものです。３の財源に

つきましては，補助率１０分の１０で，全額，国からの補助金となります。説明につき

ましては，以上でございます。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございますか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 次に，資料②イ斎場維持管理事業について，説明を願います。

〇渡辺環境衛生課長 資料②イ斎場維持管理事業について，御説明をさせていただきま

す。１番，補正の理由でございますが，昨年度に続きまして，今年度もコロナ禍におき

まして，市営斎場の利用料金の収入が当初の想定より減少することとなったために，指

定管理料及びコロナウイルス感染によってお亡くなりになった方の時間外での火葬業務

につきまして，昨年同様増額補正するものでございます。清算の考え方につきましては，

四角に囲った部分を御覧いただきたいと存じます。年度当初運営経費，指定管理料と利

用収入を合わせて１億９６２万６，４８４円としているところでございますが，新型コ

ロナウイルス感染拡大防止の観点から，通夜，告別式の利用が減少しまして，利用収入

の方が９９７万余円減収となったために，今回補填するものでございまして，合わせて

コロナでお亡くなりになった方の火葬業務８件についても，増額するものでございます。

それでは，実際どのくらい減少したかと申しますと，３番を見ていただきますと，事業

内容ですが，こちらは火葬と式場利用の件数でございます。火葬の件数は，例年どおり，

ほぼ横ばいで推移してございますけれども，通夜，告別式の式場の利用件数については，

料金精算の基準年度になっております，１番左側の平成２９年度の７９０件からは，今

年度も６５９件と１３１件の減となったところでございます。次に，同じ表の右側二つ

の箱を御覧いただきますと，こちらは令和２年度と令和３年度になってございます。通

夜，告別式の式場利用につきましては，昨年度よりは５１件の増と若干の増加傾向にあ

るものの，まだまだコロナ禍以前の利用実績には戻っていない状況となってございます。

最後２番の補正予算額でございますが，４款衛生費，２項環境衛生費，２目斎場費のう

ち，１２節委託料におきまして，８３７万円の増をするものでございます。ちなみに昨

年度は１，０９１万円の補填でございました。説明は以上でございます。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございますか。
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〇篠塚委員 式場の利用件数がかなり減っている状況なんですが，これは今度とも減っ

ていく傾向にあるかと思うんで，指定管理料をその都度見直しをするのもあるんですけ

れども，長期的に指定管理しているので，併せて見直しする必要性もあるんだと思うん

ですが，いかがなものですか。

〇渡辺環境衛生課長 来年度からの指定管理５年としたところでございますけれども，

その中のデータ収集の中では，若干右肩上がりで推移していき，令和６年度には元の水

準には戻るだろうというような予測を立てて，指定管理料は算定しているところでござ

います。ただ，御指摘のとおり，まだ先が見えないこの世の中ですので，次の指定管理

料を算定する際には，そういうことも踏まえてしっかりデータの方を整理して，金額を

出していきたいと考えております。

〇今野委員長 ほかに何か御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 次に，資料②ウ新治広域環境クリーンセンター解体事業について，説明

を願います。

〇渡辺環境衛生課長 資料②ウ新治広域環境クリーンセンター解体事業について，御説

明させていただきます。１番，補正の理由でございますが，現在，環境クリーンセンタ

ーの解体工事を令和３年度，４年度で実施しておりまして，かすみがうら市，石岡市と

の協定書に基づき，負担をしているところでございますが，今年度に入りまして，解体

費用の一部が新たに循環型社会形成推進交付金の補助対象となったところでございます。

そして，今年度から交付金の方をいただけることになりました。そこで，交付金の補助

対象経費のいわゆる裏負担分を支出することになりましたことから，増額補正をお願い

するものでございます。なお，今回新たにこの交付金の補助対象となったことによりま

して，事業の最終的な総事業費に対します本市の全体負担総額につきましては，債務負

担いただいた当初予定の２億８，４０４万円から，２億２０万５，０００円となり，約

８，４００万円の減額となるものでございます。続きまして，２番の補正予算額でござ

いますが，４款衛生費，３項清掃費，２目ごみ処理費のうち，１８節負担金補助及び交

付金におきまして，１，１４０万４，０００円増額をするものでございます。続きまし

て，２ページを御覧ください。こちらは，ただ今御説明をしましたものを，増減の比較

表として作ったものでございます。上は今年度当初の予定のものでございます。こちら

御覧いただきますと，当初除却債のみを活用しまして，除却債の対象外となる費用を今

年度負担金として予算化しておりましたが，除却債に加えまして，新たに交付金補助の

対象となったことから，今年度につきましては，補助対象経費の裏負担分３分の２を支

出することになったものでございます。説明は以上でございます。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございますか。

〇吉田（博）副委員長 こういった当初の解体計画では国の助成金というのはなかった

というかさ。それが今度３分の１助成するというのは，８，０００万からだから，すご

い大きいよな。こういうのはどうやって見つけるの。職員は，これ。

〇渡辺環境衛生課長 当初予定にはなかったんですが，その都度，県それから市町村も
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要望の方は出しておりまして，その中で，全国で同じような案件が上がってきたという

ことで，国の方からおりてきまして，今回に限って言えば跡地利用要件というのがあっ

たんですが，それがなくなったということで，急遽使えることになったということで。

〇吉田（博）副委員長 ありがたいよな。はい了解。

〇今野委員長 ほかに何か御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 次に，報告事項につきまして，資料③右籾４区ときわ児童館用地の取得

及び譲渡について，説明を願います。

〇五来市民活動課長 サイドブックス，資料③をお開き願います。右籾４区ときわ児童

館用地の取得及び譲渡について，御説明させていただきます。まず，ときわ児童館の場

所でございますが，２ページの位置図を御覧ください。右籾配水場の近く，セブンイレ

ブン右籾宮塚店の信号を入っていった場所でございます。公園と一体となった国有地に

児童館が建っておりまして，児童館部分は市民活動課が有償で，公園部分は都市整備課

が無償で借用しております。１ページにお戻りください。１番，概要でございます。と

きわ児童館につきましては，建物の管理は右籾４区町内会が行い，土地につきましては，

市が国から有償貸付を受けて，町内会が無償で使用しております。契約で転貸が禁止さ

れておりますことから，町内会に費用を負担してもらうことはできません。令和５年度

末で現在の国との３０年間の有償貸付契約が終了いたしますことから，町内会は用地購

入に向け積立てを行っておりますが，国から，用地を直接町内会に譲渡することはでき

ないとの回答がございました。契約を締結しているのはあくまで土浦市でございまして，

土浦市以外に譲渡する場合は，更地にして返還した上で公売を行うとのことでございま

す。契約を更新して，引き続き市が借地料を支出することは財政的な負担となります。

さらに，経緯はございますが，右籾４区だけ市が借地料を負担していることは不公平感

が生じますことから，契約が終了する令和５年度に市が用地を取得，購入いたしまして，

速やかに町内会に同額で譲渡，売却を進めていくものでございます。２番，経緯でござ

います。昭和３５年，児童福祉法人愛隣会が軍関係施設の廃材を利用して国有地に児童

館を建設いたしました。翌年，建物の寄付受入れ及び国有財産借受けについて議会で議

決をいただきまして，建物の管理は町内会が行い，借地料については市が負担すること

となりました。平成６年，国有財産有償貸付契約を更新しまして，現在の契約を締結し

ました。平成７年に建物の老朽化に伴いまして，町内会が現在のときわ児童館を建設い

たしました。現在，築２７年です。３番，用地につきましては，面積は５８０.４２平米。

あくまで現時点での試算額でございますが，取得予定額は７６６万２，０００円でござ

います。なお，現在，借地料として国に年額３６万８,７８６円を支払っております。４

番，今後の予定でございます。令和４年度，７月までに，右籾４区町内会が総会の議決

を経た上で，市に用地取得の要望書を提出する必要があります。今回は町内会に具体的

な説明をする前に，総務市民委員会の皆様に御報告させていただくものでございます。

令和５年度に，市が国から用地を取得し，議決後に町内会へ譲渡，売却を予定している

ものでございます。説明は以上でございます。よろしくお願いします。
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〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございますか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 次に，資料④特定空家等の略式代執行の事業完了について，説明を願い

ます。

〇坂本生活安全課長 生活安全課です。委員会資料の④をお願いいたします。生活安全

課から今年度実施しました，特定空家等の略式代執行の事業完了について，御報告させ

ていただきます。以前の委員会でも御報告させていただいています，荒川沖西二丁目に

あります特定空家に対する略式代執行についてですが，１月１４日に写真の上段の左側，

生活安全課による代執行の開始宣言文の読上げに始まりまして，業者による解体，廃材

の搬出処分を経まして，写真の下段の右側にございますとおり，２月７日に完全に撤去

となりました。かかりました経費は１３５万円で，うち２４万９，０００円が国庫補助

となる予定でございます。解体撤去により隣接住宅への被害が排除されたことから，こ

の案件は特定空家の認定解除となりますが，敷地内にはまだ建物があることから，引き

続き，土地所有者と今後の方策を協議していく予定です。報告は以上です。よろしくお

願いいたします。

〇今野委員長 ただ今の説明について，何か御質問はございますか。

〇久松委員 土地所有者と解体費用の話し合いについては，どんな話になっているの。

〇坂本生活安全課長 こちらは，上物が土地所有者とは別の第三者のものでして，土地

所有者には責任というものがございませんので，こちらの費用は国の補助と市の持ち出

しということになっております。

〇久松委員 土地所有者ではなく，建物の所有者との話はどういうことになっているの。

〇坂本生活安全課長 建物の所有者につきましては，相続人が亡くなりまして，その後

家系が途絶えたことから，上物の所有者というのが不存在というような案件でしたので，

略式代執行という形になりました。

〇久松委員 所有者が不存在というのは，非常に珍しい事例じゃないですか。

〇坂本生活安全課長 まれにあるのは，居所不明ということで，行方不明者というのが

あったりもするんですが，こういったような家系が途絶えたために，相続人が不存在に

なるというのは珍しいケースだと思います。

〇吉田（千）委員 この案件なんですが，まだ建物が残っているという表現があったか

と思うのですが，残っているというのは，どこがどのように残っているのかちょっと教

えてください。

〇坂本生活安全課長 同じ敷地内にある建物なんですけれども，相続人の方の所有であ

ったのですが，亡くなられていないということで残っていると。特定空家というような

案件の場合，敷地内に被害を及ぼしているものがあればそれをまず除去して，特定空家

の方を解除するというようなことが第一条件ですので，残っているもの関しては，特定

空家の認定が外れるというような案件になります。

〇吉田（千）委員 分かりました。後，どの程度残っているのですか。かなり大きいも

のなんですか。
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〇坂本生活安全課長 母屋というような部分になりますので，総二階の建物です。面積

の方は今は出ないんですが，母屋が残っているというような状態です。

〇吉田（千）委員 分かりました。引き続き，大変ですけれどもその辺所有者としっか

り詰めていくという話でございますので，よろしくお願いしたいと思います。

〇今野委員長 ほかに何か御質問はございませんか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 そのほか，市民生活部からございますか。

（「特にございません」との声あり）

〇今野委員長 ないようですので，委員の皆様から執行部に何かございますか。

（「なし」という声あり）

〇今野委員長 ないようですので，以上で総務市民委員会を閉会いたします。


